
放射線防護体系の倫理基盤

Publication 138
ICRP



ICRP Publication 138

放射線防護体系の倫理基盤
2017 年 10 月 主委員会により承認





ICRP138_ 翻訳クレジット

I C R P
Publication 138

Ethical Foundations of the System of Radiological Protection

Editor-in-Chief
C. H. CLEMENT

Associate Editor

H. OGINO

Authors on behalf of ICRP
K-W. Cho, M-C. Cantone, C. Kurihara-Saio, B. Le Guen,

N. Martinez, D. Oughton, T. Schneider, R. Toohey, F. Zölzer

Copyright © 2021 Nuclear Regulation Authority, Japan. All rights reserved. 
Authorized translation from the English language edition published for 
The International Commission on Radiological Protection by SAGE Publications Ltd. 
Copyright © 2018 The International Commission on Radiological Protection 
Published by SAGE Publications Ltd. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in 
any form or by any means electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical photocopying, 
recording or otherwise or republished in any form, without permission in writing from the 
copyright owner.



ICRP138_ 英訳クレジット

Japanese Translation Series of ICRP Publications

Publication 138
Ethical foundations of the system of radiological protection

This translation was undertaken by the following colleagues.

Supervised by

Michiaki KAI

Translated by

Nobuyuki SUGIURA

Editorial Board

The Japanese Translation Committee of ICRP Publications
Translation Project of ICRP Publications,

Nuclear Regulation Authority, Japan

working in close collaboration with Japanese ICRP & ICRU members.

◆ Committee members ◆

　Ohtsura NIWA＊, 1）（Chair; until 2018.03） Gen SUZUKI（Chair; from 2018.06）

　Keiko IMAMURA 1）（Vice-chair; until 2018.03） Michiya SASAKI（Vice-chair; from 2018.06）

　Kazuko OHNO 3） Keiji ODA 2） Isao KAWAGUCHI
　Nobuyuki KINOUCHI 2） Yasuhito SASAKI＊ Hiroshi YASUDA 2）

　Michio YOSHIZAWA 1）

◆ Supervisors ◆

　Michiaki KAI（ICRP, MC） Ohtsura NIWA＊, 2）（ICRP, MC）

　Kotaro OZASA（ICRP, C1） Kazuo SAKAI（ICRP, C1）

　Tatsuhiko SATO（ICRP, C2） Makoto HOSONO（ICRP, C3）

　Yoshiharu YONEKURA＊（ICRP, C3） Toshimitsu HOMMA（ICRP, C4）

　Norio SAITO（ICRU）

＊ Former ICRP member.  1） Until March 2018, 2） From June 2018, 3） From October 2018. 



ICRP Publication 138

邦訳版への序

　本書は，ICRPの主委員会で 2017年 10月に承認され 2018年 3月に刊行された，放射

線防護体系の倫理基盤についての報告書

Ethical foundations of the system of radiological protection 

（Publication 138. Annals of the ICRP , Vol.47(1) (2018)）

を ICRP の承諾のもとに翻訳したものである。

　本書の翻訳は，公益財団法人原子力安全研究協会の杉浦紳之氏によって行われた。こ

の翻訳稿をもとに，ICRP刊行物翻訳委員会において推敲を重ねるとともに，ICRP主委

員会の甲斐倫明氏の監修をいただいて，最終稿を決定した。原文の記述への疑問は原著

関係者に直接確認して訂正し，また原文の意味を正しく伝えるために必要と思われた場

合は，多少の加筆や修正，訳注を付した。

　放射線防護における倫理的基盤を正面から論じている本報告書は，ICRP報告書とし

ては異色な存在である。この報告書が出てきた背景には，私が思うに，ICRPの放射線

防護の領域が計画被ばく状況から緊急時被ばく状況そして現存被ばく状況へと拡大され

てきたことと関連していると推察する。例えば，福島第一原子力発電所事故以降の緊急

時被ばく状況や現存被ばく状況における放射線防護がテーマになると，それ以前の

ICRP報告書の読者層に加え，それまでは放射線防護をあまり意識していなかった広範

なステークホルダーが ICRPの指針に関心を寄せるようになった。その中には，やむを

えず自然レベルを超えて被ばくする住民も含まれており，放射線防護の倫理的側面に興

味を抱く者も含まれる。専門外の人間からは判り難いかもしれないが，ICRPの放射線

防護の基本である被ばくの正当化，線量の最適化，そしてそのプロセスに使われる線量

制限や ALARAの原則には，「善行 /無危害性」「慎重さ」「正義」「尊厳」などの倫理的

価値が一定程度反映されている。しかし，今後の放射線防護体系の発展の過程で広範な

ステークホルダーと倫理的側面の議論を進めるためには，放射線防護の専門家は他領域

の研究者とりわけ社会科学や生命倫理を扱う研究者と共通の言葉を用いる必要がある。
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本報告書は，放射線防護の専門家と社会科学や生命倫理を扱う研究者との相互対話を進

めていくうえで，基礎的な文書になると期待される。

　個人的には，多くの放射線防護の専門家が本報告書に加えて次の報告書を読まれるこ

とを推奨したい。それは，第 2次世界大戦後に米国で実施されたアフリカ系米国人梅毒

患者を治療せず自然経過を観察したタスキギー事件の報告書およびそれを受けて組織さ

れたベルモント委員会の報告書（http://plaza.umin.ac.jp/~kodama/bioethics/wordbook/

belmont.html）などである。「善行 /無危害性」「慎重さ」「正義」「尊厳」という 4つの

倫理的価値がどのような背景で議論されてきたのかが良く理解できると思う。

　翻訳の進行と編集を担当した事務局の 原子力安全研究協会（～令和元年度）および

日本エヌ・ユー・エス株式会社のスタッフ，とりわけ迫田幸子さんには大変お世話にな

った。ICRP刊行物の訳語の一貫性や理系の研究者だけでは気がつかない言葉遣いの検

討など，事務局の努力なしでは，完成度の高い翻訳版はできなかったであろう。この紙

面を借りて，ICRP刊行物翻訳委員会を代表してすべての事務局スタッフにお礼を申し

上げたい。

　当翻訳事業の成果は，すべて ICRPのウェブサイトに PDF版にて公開される。また，

原子力規制委員会においては，この令和 2年度から当翻訳事業で翻訳した ICRPの出版

物を以下の URLで公開している（https://www.nsr.go.jp/activity/kokusai/honyaku_04.

html）。この翻訳が，我が国の放射線防護に資することを，完成までの過程に携わった

すべての方々とともに心より願うものである。

2021（令和 3）年 3月

 ICRP刊行物翻訳委員会

 委員長  鈴　木　　元
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抄　　　録

　放射線防護は科学だけの問題ではなく，倫理問題もからんでいると認識されて久しいが，
ICRP刊行物が放射線防護体系の倫理的基盤を明示的に取り扱ったことはめったにない。本
報告書の目的は，放射線防護体系を発展させるにあたって，委員会が意図的であれ間接的で
あれ，どれほど倫理的価値に依拠してきたかを記述することであり，倫理学がどのようにこ
の体系の中に組み込まれているかについて整合性のある見方を提示することを目指す。そう
すれば，委員会が Publication 103で強調した放射線防護体系の目的を果たすために行われ
る固有の価値判断を明確にするのに役に立つであろう。本書は，まず第 1に放射線防護関係
者向けに書かれたとはいえ，関係当局，事業者，作業者，医療従事者，患者，公衆，そして
人と環境の防護のために活動するその代表機関（NGOなど）も対象としている。本刊行物は，
1928年に最初の ICRP報告書が発行されて以来の，放射線防護体系の科学，倫理，実践の各
面における変遷の重要な段階を紹介している。さらに，現在の体系を支える，善行／無危害，
慎重さ，正義，尊厳という 4つの中核となる倫理的価値について記述する。また，これら中
核となる倫理的価値がどのように放射線防護の原則，つまり正当化，最適化，線量制限と関
わっているかを検討する。本報告書は最後に，防護体系の現実の場での実践に必要である重
要な手続上の価値を，説明責任，透明性，包括性に的を絞って取り上げる。委員会は本報告
書を，今後異なる事情や状況においてさらに詳細に展開するときの土台となる文書とみなし
ている。

キーワード：放射線防護体系，倫理的価値，手続上の価値
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論　　　説

放射線防護の倫理：今後の課題

　国際放射線防護委員会（ICRP）は，人や環境の電離放射線からの被ばくに関して，いかに

賢明に行動するかについて勧告している。放射線は自然界の一部として常に存在しているた

め，人や環境が放射線に被ばくしてよいかという問いは意味をなさない。問題は，現存する放

射線源に直面した際，あるいは新しい線源の導入を検討する際に，とるべき行動があるとすれ

ば，それは何かということである。

　この根本的な問題にどう対応するかが ICRPの任務の核心である。

　その出発点として優れているのは，放射線被ばくの影響を理解しようとすることである。こ

れは科学の領域の話である。

　放射線疫学は，放射線に被ばくした大きな集団（人，動物，あるいは植物も）において観察

された影響の統計的解析に基づいている。人体への放射線被ばくの影響について，現在，最も

質の高いとされている（ゴールドスタンダード）研究は，広島と長崎に投下された原子爆弾の

被爆生存者について放射線影響研究所が実施しているものである。この数十年にはこれを補足

するものとして他にも大きな集団の研究があり，少数の例を挙げると，鉱山や原子力施設の作

業者，医療被ばくを受ける患者，屋内ラドンに被ばくする人々などの研究である。

　放射線生物学は，異なるアプローチを採用しており，放射線被ばくが人，植物，動物の個体，

組織，細胞，さらに細胞下のレベルでどのような影響を及ぼすかに注目している。この研究は

しばしば実験室内で培養細胞やマウスを用いて行われている。

　もっと最近では，これら両方のアプローチからの情報を組み合わせて，放射線被ばくとその

結果生じる生物学的影響の関係について理解を深めようとする試みがある。

　科学的事実は理解のためには十分なものであるが，何をすべきか決めるためにはそれだけで

は十分とは言えない。倫理的価値は，科学的知見に照らしていかに振るまうかを勧告するため

に必要なもう 1つの材料である。ICRPは勧告を実用的なものとするために経験も参考にして

いる。

　本刊行物は，ICRPが放射線防護体系の倫理的基盤について明確に記述することに重点を置

いた最初のものである。この分野で倫理について議論するための共通の言葉を提供し，すべて

の ICRP勧告を方向づける 4つの中核となる倫理的価値と，勧告を実践する上で役立ついくつ
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x 論　　　説

かの手続上の価値を特定し，記述している。

　この共通の言葉は，放射線防護，倫理，その他の分野の専門家が ICRP勧告の倫理的な基礎

付けをより深く分析し，改善する助けとなるであろう。それはまた，放射線防護の倫理的な基

礎付けの透明性を増すことになるため，より広い読者層にも役立つであろう。

　この目的を達成するために，本刊行物の言葉を基礎として用い，我々がよく科学的基盤を詳

細に記述するように，ICRP勧告の倫理的な基礎付けを今後の刊行物ではより明示的に記述す

ることを考えている。場合によっては，ごく短い記載にふさわしいわかりやすいものになるこ

ともあるであろう。本刊行物が最も役に立つのは，倫理的により複雑な状況においてである。

その一例は，通常は環境の一部とみなされない動物の防護である。我々は，例えば，獣医から

治療を受ける動物や科学実験に使われる動物を含むこの領域を探り始めたばかりである。

　我々はまた，医学における放射線防護の倫理に焦点を当てた本刊行物の姉妹編の作成を検討

している。生命医学倫理の強力な研究活動は本刊行物の作成に多大な影響を及ぼした。その上，

医学は意図的な放射線被ばくの線源としては群を抜いて最大であり，ICRPの作業プログラム

の主要な部分を占めている。これらを考え合わせると，それは次のステップとして道理にかな

っており，より具体的な状況について中核となる倫理的価値を記述する良い機会である。

　したがって，本刊行物は放射線防護体系の 3つの柱（科学的知見，倫理的価値，現実の場で

の経験）の 1つを記述する重要な一歩であるが，これで終わりではなくむしろ始まりである。

中核となる倫理的価値をもっと掘り下げて検討する必要があるのは疑いない。また，これらの

価値はどれも不可欠だが，いずれも絶対的ではないため，バランスをとる必要がある。価値の

間には初めから決められた序列はなく，個別の状況でどの価値に基づいていかに最良の行動を

とるかの判断をするには，その背景を知る必要がある。それが今後の課題である。

 ICRP科学秘書官
 CHRISTOPHER CLEMENT
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序　　　文

　ICRP主委員会は，2012年 10月に日本の福島で開かれた会合において，放射線防護体系の

倫理的基盤を示す ICRP刊行物を作成するために，第 4専門委員会のタスクグループ 94を発

足させた。この目標を達成する上で，タスクグループが ICRP報告書のレビューを行い，職業・

公衆・医療被ばくおよび環境の防護のための放射線防護体系に関係する倫理的価値を明確にす

るよう，委員会は要請した。このアプローチを提案する中で，委員会は放射線防護体系の進展

の過程において倫理的価値の影響があったことを認識している。

　作業の性質上，委員会はまたタスクグループ 94に世界の倫理学および放射線防護の専門家

と緊密な協力の下に作業を進めることを推奨した。このことを念頭に置きつつ，ICRPは国際

放射線防護学会（IRPA）や学術機関と協力して，現在の放射線防護体系の倫理的な基礎付け

を徹底的に分析，検討，議論するための一連のワークショップを企画した。ワークショップは，

2013年にはテジョン（韓国）とミラノ（イタリア）で，2014年はボルチモア（米国メリーラ

ンド州）で，2015年にはマドリード（スペイン），ケンブリッジ（米国マサチューセッツ州），

福島（日本）で開催された。グループ会合では，活発な議論を促すために種々の発表が行われ

た。発表者はさまざまな経歴と分野の専門家であった。

　タスクグループ 94はまた，2014年にチェスケー・ブジェヨヴィツェ（チェコ共和国）で開

かれた「環境保健学の倫理に関する国際シンポジウム」，2014年にクアラルンプール（マレー

シア）で開かれた「第 4回アジア・オセアニア放射線防護会議」，2014年にロンドン（イギリス）

で開かれた「放射線防護体系の倫理的側面に関する英国ワークショップ」，2015年にソウル（韓

国）で開かれた「第 3回放射線防護体系に関する国際シンポジウム」，2016年にケープタウン（南

アフリカ）で開かれた第 14回 IRPA会議における討論の恩恵を受けた。

　タスクグループ 94のメンバーは以下のとおりであった。

　　K-W. Cho（委員長） N.E. Martinez R. Toohey

　　M-C. Cantone D. Oughton S. Wambani

　　S.O. Hansson T. Schneider F. Zölzer

　　C. Kurihara-Saio

　通信メンバーは以下のとおりであった。

　　R. Czarwinski B. Le Guen E. Van Deventer
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xii 序　　　文

第 4専門委員会の査読者は以下のとおりであった。

　　F. Bochud J. Takala

主委員会の査読者は以下のとおりであった。

　　C.M. Larsson E. Vañó

　タスクグループ 94は主に書面のやり取りによって作業を進めたほか，3回の会合を 2015年

2月 2日と 3日にスペインのマドリード工科大学で，2015年 7月 8～ 10日および 2016年 1月

26～ 28日にフランスの原子力防護評価センターで開いた。タスクグループ 94はこれら会合

開催の便宜と支援を提供していただいた各機関とスタッフに謝意を表したい。

　本刊行物の草稿執筆に当たって，タスクグループ 94は ICRP副委員長 Jacques Lochard氏と

ICRP科学秘書官 Christopher Clement氏の多大なご尽力を頂いたほか，IRPAとの協力の下に

企画されたこのワークショップの複数の参加者や上記以外の機関から情報提供を頂いた。

　本刊行物準備期間の第 4専門委員会のメンバーは以下のとおりであった。

　（2009～ 2013年）
　　J. Lochard（委員長） T. Homma A. McGarry

　　W. Weiss（副委員長） M. Kai K. Mrabit

　　J-F. Lecomte（書記） H. Liu S. Shinkarev

　　P. Burns S. Liu J. Simmonds

　　P. Carboneras S. Magnusson A. Tsela

　　D.A. Cool G. Massera W. Zeller

　（2013～ 2017年）
　　D.A. Cool（委員長） M. Doruff A. Nisbet

　　K-W. Cho（副委員長） E. Gallego D. Oughton

　　J-F. Lecomte（書記） T. Homma T. Pather

　　F. Bochud M. Kai S. Shinkarev

　　M. Boyd S. Liu J. Takala

　　A. Canoba A. McGarry
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xiii

要　　　点

● �放射線防護は科学的知見，倫理的考察，現実の場での経験に依拠している。本報告書は放射

線防護体系の倫理的基盤の整備を主眼とした最初の ICRP刊行物である。

● �本刊行物は，専門家同士やより広範な読者との間で放射線防護の倫理的側面を議論し，倫理

的に優先すべきものが競合する場合の放射線防護体系の適用について見識を深めるための基

盤と共通の言葉を提供する。

● �放射線防護体系は 4つの中核となる倫理的価値に基づいている。

● �善行／無危害：益になることを促す，または行うこと，害を及ぼすのを避けること。これは，

例えば，放射線防護体系の第 1の目的の中で，「望ましい人間活動を……不当に制限するこ

となく……適正なレベルに防護」として反映されている。

● �慎重さ：ある行動の範囲と影響について完全な知見がないときに，説明（情報）に基づき注

意深く検討した上で選択を行うこと。慎重さは，例えば，人と環境の双方について放射線リ

スクの不確かさを考慮する際に検討される。

● �正義：利益と不利益の配分における公正さ。正義は，例えば，個人が不公正にリスクを負う

のを避けることを目的とする，個人線量の制限の根底にある重要な価値である。

● �尊厳：個人の属性や置かれている状況に関わらず，誰もが受けられる無条件の尊敬。個人の

自律性は，人の尊厳から導かれる当然の帰結である。このことは，個人が説明（情報）に基

づいて自ら決定を行えるように，例えば，ステークホルダーの参加やエンパワメント＊を重

視する根拠となる。

● �中核となる倫理的価値は，放射線防護体系の目的と，正当化，最適化，個人線量の制限の 3

つの基本原則を支えている。

● �放射線防護の現実の場での実践を補助するために，説明責任，透明性，包括性（ステークホ

ルダーの参加）という 3つの手続上の価値が強調される。

＊訳注 　一人ひとりに潜在する活力や可能性を湧き出させること。
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 xv

用 語 解 説

インフォームドコンセント　［Informed consent］

目的，便益，リスクに関して十分に説明を受けた上で理解に基づいて，ある活動に自発的

に同意すること。

害　［Harm］

人または事象によって引き起こされる損害または損傷。

価値判断　［Value judgement］

利用可能な知識と特定の価値観や優先度に基づいた主観的評価。

義務論倫理学　［Deontological ethics］

行動の道徳性を，その行為が規則や義務に従っているかに基づいて判断する倫理学のアプ

ローチ。

結果主義　［Consequentialism］（目的論的倫理学［Teleological ethics］とも呼ばれる）

行動の道徳性を，その行動が人々の福祉や公益に与える効果に基づいて判断する倫理学の

アプローチ。結果主義の中で最もよく知られているのは功利主義倫理学である。

公正さ　［Fairness］

人々を公平に，合理的なやり方で扱うこと。

公平性　［Equity］

公正で偏りがないこと。放射線防護では，公平性は放射線被ばくのリスクと便益の公正な

配分を指す。

功利主義倫理学　［Utilitarian ethics］

行動の道徳性を，行動が個人や社会の繁栄に与える効果に基づいて判断する倫理学のアプ

ローチ。

合理性　［Reasonableness］

他の見解，目的，対立する利益を尊重し，理性的で十分な説明（情報）に基づいて偏りの

ない決定を行うこと。

自助による防護　［Self-help protection］

個人が，自らを家族をそして社会を守るために，十分な説明（情報）に基づいてとる行動。

見出し語は五十音順で配列。
原著の配列順による見出し語訳は本項末尾を参照。
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xvi 用 語 解 説

実際的な放射線防護文化　［Practical radiological protection culture］

一般市民が十分な説明（情報）に基づいて選択を行い，潜在的または実際の電離放射線被

ばくを伴う状況において賢明な行動をとるための知識と技能。

自律性　［Autonomy］

個人が自由に行動し，自ら決断を下し，人生における一連の行動を続ける能力。

知る権利　［Right to know］

自分がどのような危険に曝されており，いかに自分自身を守るべきかについて情報を得る

個人の権利。

慎重さ　［Prudence］

行動の範囲と影響が完全にわかっていないときに，十分な説明（情報）に基づいて注意深

く考えた上で選択を行うこと。

ステークホルダー＊の参加　［Stakeholder participation］

関係する当事者すべてが放射線防護に関係する意思決定プロセスに参加すること。「ステ

ークホルダーの参画（Stakeholder involvement）」や「ステークホルダーの関与（Stakeholder 

engagement）」とも言われる。

正義　［Justice］

正しく，公平で，公正なものを守り貫くこと。

•配分的正義：社会のメンバーの間で利益と不利益を配分する上での公正さ。

•  環境的正義：環境のリスクと便益の公平な配分。環境に関する意思決定への公正で意義

のある参加。また社会での生活様式，地域の人々の知識，そして文化の違いを認めるこ

と。

•世代間正義：将来の世代にも配慮したあらゆる者への公正さ。

•手続的正義：意思決定プロセスにおける規則と手続の公正さ。

•  修復的正義：被害者，社会，環境に与えられた害の修復を優先させること。

•  社会的正義：公平な扱いを受けるという人の権利を認め，確実に均等な機会を提供して，

公正な社会を実現すること。

説明責任　［Accountability］

意思決定を行う立場にある個人または組織が，影響を受けうるすべての者に対して自らの

行動について責任を負う義務であり，必要に応じて，活動について報告し，責任を引き受

け，取った行動やその影響について説明することが含まれる。

＊訳注 　“stakeholder”は 2007年勧告（Publication 103）まで「利害関係者」と訳されてきた。その後，
Publication 111において訳語の再検討があり，以後「ステークホルダー」と訳されている。
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用 語 解 説 xvii

善行　［Beneficence］

益になることを促す，または行うこと。善行は生命医学倫理の重要な価値である。放射線

防護においては，個人，社会，環境への直接または間接の便益を増進することである。

尊厳　［Dignity］

年齢，性別，健康状態，社会的地位，民族的起源，宗教などに関わらず，誰もが持ってい

る価値と受けるに足る尊敬。

耐容性　［Tolerability］

何かを耐えられる程度または範囲。

智
ち

慧
え

　［Wisdom］

合理的な決定を下しそれに従って行動するための知識，常識，経験，および正しい判断力

があること。

手続上の価値　［Procedural values］

ある活動の実施方法を倫理原則に適合させる実践的行動をとるための一組の価値。

透明性　［Transparency］

潜在的または進行中の活動に関する審議や決定についての情報が入手できること，また，

その情報提供が誠実になされること。

徳倫理学　［Virtue ethics］

道徳性の判定において人柄や人徳の役割を強調する倫理学のアプローチ。

包括性　［Inclusiveness］

関係する者すべてに自らに影響を及ぼす状況についての議論，熟議，意思決定に参加する

機会が確実に与えられるようにすること。

放射線リスク　［Radiation risk］

放射線被ばくにより起こりうる害。リスク評価においては，リスクとは損害または損傷が

発生する確率とその重篤さの組み合わせである。

無危害　［Non-maleficence］

害を及ぼすのを避けること。無危害は生命医学倫理学の重要な価値である。放射線防護に

おいて，これは個人，社会，環境への直接的または間接的な害とリスクを減らすことである。

予防原則　［Precautionary principle］

科学技術的知見からは確証が得られない場合に，リスクを防止または軽減するための措置

をとるというリスクマネジメントの原則。

倫理学　［Ethics］

振るまいや活動の仕方の規範とするために，一連の道徳的原則や概念を用いて，道徳的美

徳の性質を探り，人間の行動を評価する哲学の分野。
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xviii 用 語 解 説

Procedural values　手続上の価値
Practical radiological protection culture　実際
的な放射線防護文化

Prudence　慎重さ
Radiation risk　放射線リスク
Reasonableness　合理性　
Right to know　知る権利
Self-help protection　自助による防護
Stakeholder participation　ステークホルダー
の参加

Tolerability　耐容性
Transparency　透明性
Utilitarian ethics　功利主義倫理学
Value judgement　価値判断
Virtue ethics　徳倫理学
Wisdom　智慧　

Accountability　説明責任　
Autonomy　自律性　
Beneficence　善行
Consequentialism　結果主義
Deontological ethics　義務論倫理学
Dignity　尊厳　
Equity　公平性　
Ethics　倫理学　
Fairness　公正さ
Harm　害
Inclusiveness　包括性
Informed consent　インフォームドコンセン
ト

Justice　正義
Non-maleficence　無危害
Precautionary principle　予防原則

用語解説の見出し語

〈原著配列順〉　
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1.　緒　　　言

1.1　背　　　景

　（1）　1956年の第 9回医学と生物学における電気技術に関する年次会合の式辞の中で，当時，

米国放射線防護審議会（NCRP）議長で，国際放射線防護委員会（ICRP）委員長であった

Lauriston Taylorは，「放射線防護は科学だけの問題ではなく，哲学，道徳，そして究極の智
ち

慧
え

の問題である」と述べた（Taylor, 1957）。世界中の多くの文化で基本的な徳の 1つとされる「智

慧」という言葉を使うことにより，Taylorは，放射線防護において科学的・倫理的な基礎付け

は否定できず避けても通れないが，それ以上に，放射線防護では洞察力，常識，正しい判断，

そして経験が重要であることを強調した。この明快な発言によって，彼は半世紀近くかけて徐々

に築き上げられた放射線防護体系の 3つの柱である科学，倫理学，経験に光を当てたのである。

　（2）　放射線防護は科学だけの問題ではなく，倫理的考察にも依拠するとの認識ができあが

ってから久しいが，ICRP刊行物が放射線防護体系の倫理的基盤を明示的に取り扱ったことは

めったにない。しかし，委員会がこうした考察の重要性に気づいていなかったわけではない。

放射線防護の勧告は，それが明示的であるか暗示的であるかは別として，必然的に倫理的立場

を表わしている。したがって，多くの ICRP刊行物の中に倫理的考察を見出すことができる。

　（3）　科学的，技術的，実務的側面に関する文献が膨大にあるのに比べて，放射線防護の倫

理的側面については，これに焦点を絞った文献が非常に少ないことを初めから指摘しておくべ

きであろう。この課題を直接扱った最初の研究論文が登場したのは 1990年代に入ってからで

ある。中でも，1992年に行われたシーベルト賞受賞講演において，放射線防護体系の倫理的

基盤の総括を行った Giovanni Siliniの先駆的な寄稿は特筆に値する（Silini, 1992）。彼は講演の

締めくくりに，放射線防護体系は理性に従って構築されたが，同時に合理的に行動するという

要求もあったことを強調した。さらに興味深いことは，引き続いて研究者らが放射線防護体系

の基礎となる倫理学的理論に疑問を投げかける論文を発表したことであり（Oughton, 1996; 

Schrader-Frechette and Persson, 1997），これらは最終的には，放射線防護体系が個人の権利の

尊重（義務論倫理学），集団の利益の拡大（功利主義倫理学），そして智慧を磨き識見を高める

こと（徳倫理学）からなる 3つの主要な哲学倫理的理論に基づくとみなせるとの認識につなが

った（Hansson, 2007）。次には，こうした影響に刺激されて，著名な放射線防護の専門家らが

この課題に取り組んだ（Lindell, 2001; Clarke, 2003; Streffer et al., 2004; Clarke and Valentin, 

2009; González, 2011; Valentin, 2013; Lochard, 2016; Clement and Lochard, 2017）。さらに特筆に
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2 1.　緒　　　言

値するのは，放射線防護の倫理に対する文化横断的なアプローチであり，西洋の理論および応

用倫理学と世界中の文献や口頭伝承にある世界の伝統の間で共通性を探すというものである

（Zölzer, 2013, 2016）。

　（4）　この放射線防護の倫理的観点の中で比較的新しい関心事は，人々の疑問や懸念に対応

している放射線防護の専門家が数十年来向き合っている難題と無関係でないことは確かであ

る。従来のように委員会が放射線科学を強調することでは不十分であることが判明し，今では，

意思決定プロセスとコミュニケーションのいずれにおいても，とりわけステークホルダーとの

関わりでは，被ばく状況の人間的・倫理的側面もまた重要で，場合によっては決定的であるこ

とが認識されている。

　（5）　この認識の高まりにチェルノブイリ事故の結果への対応から得られた教訓が重要な役

割を確かに果たしたが（Oughton and Howard, 2012; Lochard, 2013），放射性廃棄物管理の課題

（NEA/OECD, 1995; Streffer et al., 2011），医療応用での利用の増大（Malone, 2013），そしてさ

らに最近では，東京電力福島第一原子力発電所事故＊（以降，福島第一事故という）について

も同様である。ICRPが 2010年初めに放射線防護体系の倫理的基盤に関する熟考を開始し，

2012年にタスクグループを発足させたのにはこうした背景があった。このプロセスに広範な

専門知識を取り込むために，委員会は世界のさまざまな地域から倫理学者，哲学者，社会学者，

放射線防護の専門家を，国際放射線防護学会（IRPA）や学術機関と協力して企画した一連の

地域ワークショップに招請した。

1.2　範囲と目的

　（6）　本刊行物は，職業，公衆，医療被ばくおよび環境の防護のための ICRPの放射線防護

体系に関係する倫理的価値を明確にするために，委員会のこれまでの報告書のレビューを行っ

ている。そして放射線防護に関して，健康と環境の分野で主流となっている倫理的理論と原則

の重要な構成要素を記述する。

　（7）　本刊行物の目的は，委員会が放射線防護体系を発展させるにあたり，どれだけ倫理的

価値に依拠してきたかを記述することであり，倫理学がどのようにこの体系の中に組み込まれ

ているかについて整合性のある見方を提示することを目指す。倫理学は最終的な解決策は提供

できないが，個人の幸福，社会の持続的発展，環境の防護を促進しようとする人々の間の議論

を容易にしてくれる。中核となる倫理的価値および関係する放射線防護の原則についての理解

がより明確になれば，意思決定における潜在的な対立から起きる問題に対処する上で役立つで

あろう。

＊訳注 　原著は the Fukushima Accident。
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　（8）　本刊行物の特別な目的は，個人や社会が放射線防護から合理的に何を期待できるかの

概観を示すことである。そうすれば，委員会が Publication 103（ICRP, 2007a）で強調した，

放射線防護体系の目的を達成するために行われる固有の価値判断がより明確になり，放射線リ

スクに関する意思決定の過程とコミュニケーションが容易になると期待される。

　（9）　本刊行物は，まず第 1に放射線防護関係者向けに書かれたとはいえ，関係当局，事業者，

作業者，医療従事者，患者，公衆，そして人と環境の防護のために活動するその代表機関も対

象としている。

　（10）　委員会は最近，勧告や指針を発展させるにあたり，ICRPメンバーに期待することを

規定した倫理綱領（ICRP, 2015b）を採択した。この規範は ICRPメンバーが公平性，透明性，

説明責任の条件を満たしつつ，公益を守り，独立して行動する必要性を強調している。さまざ

まな専門の学会もやはりそのメンバー向けに倫理綱領を構築している（例えば，IRPA, 2004）。

これら行動面の要件は本刊行物の対象範囲外であり，ここではこれ以上取り上げない。しかし，

本報告書で検討する倫理的価値は，放射線防護の専門家がその責務を果たす上での指針として

役立つかもしれない。

　（11）　本刊行物の作成作業は，放射線防護体系の倫理的な基礎付けについていくらか詳細

に検討し記述するために，委員会が初めて努力を結集したものである。委員会は，本報告書を

今後の勧告で倫理問題を取り扱うための基盤となる文書とみている。このため，ここでは放射

線防護において今も存在する疑問やジレンマを詳細に論じたり，放射線被ばくが関与する特定

の状況について助言を与えたりはしない。倫理的価値とその実践の両面の検討を始めることで，

倫理的思考法が現場で働く人にとってより身近なものとなるはずで，その意思決定や実践にお

ける明示的な適用が促されると期待できる（Martinez and Wueste, 2016）。

1.3　本刊行物の構成

　（12）　第 2章では，1928年の最初の ICRP刊行物以降の放射線防護体系の進展において特

徴的なマイルストーンを示す。第 3章では，この体系を形作る中核となる倫理的価値を記述し，

また中核となる倫理的価値がどのように放射線防護原則，すなわち「正当化」，「最適化」，「線

量制限」を支えているかを考察する。第 4章では，この体系の現実の場における実践のための

要件の根底にある主要な手続上の価値について考察する。第 5章では，放射線防護体系におけ

る倫理学の主な意味合いをまとめる。付属書 A，B，Cはそれぞれ，放射線防護に関連する倫

理学の理論，生物医学の倫理原則，文化横断的な価値を取り扱う。付属書 Dは，放射線防護

体系の倫理に関するワークショップの参加者リストである。
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2.　放射線防護体系の発展

　（13）　現在の放射線防護体系は 3つの柱，すなわち，さまざまな分野の知見を組み合わせ

た放射線防護の科学，一連の倫理的価値，そして放射線防護の専門家の日々の実践により蓄積

された経験に基づいている。これは図2.1に図解されるとおりである。意思決定においてこ

れら 3つの柱をバランスよく考慮するための明確なガイドラインはあまり見かけないが，それ

はおそらく，そうするための直接的な数値化の方法がないからであろう。それぞれの柱は他の

柱に影響するが，いずれも独自の性質を持つため，直接相互比較するには適さない。さらに，

それぞれの被ばく状況には，意思決定にあたり考慮する必要があるそれぞれの特性や事情があ

る。このため，いつも同じ既成の回答ではなく，個別の状況や事情を評価し，それぞれの場合

にどのように 3つの柱を組み合わせて適用するべきかを決めるための価値判断が必要となる。

　（14）　現在の体系は，科学の進歩，社会的価値観の変化，経験から得た教訓にしたがって

進展し，リスクの解釈や適正な意思決定における価値判断の必要性をより明確に反映するよう

成熟したものとなった。「放射線防護に関連する人々はすべて，いろいろな種類のリスクの相

対的な重要性について，またリスクと便益のバランスをとることについて価値判断をしなけれ

ばならない」（ICRP, 2007a, 27項）。放射線防護の指針となる行動を左右するのは以下の問いで，

これに答えるには価値判断が必要となる。

被ばくが発生する状況は正当化されるか。

すべての被ばくが，遍在する状況の下で合理的に達成可能な限り低減されているか。

個人が受ける放射線量は耐容できる範囲と考えられるか。

図2.1　放射線防護体系の3つの柱

科　　　学

経　　　験

放射線防護体系

倫 理 学
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　（15）　価値判断を行うには，状況と行動がもたらしうる影響に対応する知識（それらの影

響が「いかなるものであるか」についての情報），および行動を決定するために基盤とすべき

倫理的価値（どのような行動を「なすべきか」という感覚）がなくてはならない。本刊行物は

放射線防護体系の倫理的な基礎付けを扱うため，ここでは中核となる倫理的価値という柱に焦

点を合わせ，価値判断を行うための手がかりを提供したい。以下の各節では，放射線影響に関

する科学的知見の発展と放射線や放射能の利用に関連した歴史的出来事を受けて，この体系が

徐々に変化した経緯を記述する。これらの考察を通じて，現在の体系を最初から支えてきた一

貫した一連の中核となる倫理的価値について洞察を得ることができるだろう。

2.1　初期段階：害を及ぼすな

　（16）　いくつかの助言はそれより前にも発表されていたが（Fuchs, 1896），最初の放射線防

護に関する国際的勧告は 1928年に国際 X線ラジウム防護委員会（IXRPC）（IXRPC, 1928）に

よって出版された。X線（Roentgen, 1895），自然放射能（Becquerel, 1896），ラジウム（Curie, 

1898）の発見から 30年余りが経つ間に，医学における放射線利用は大幅に増加してきた。

　（17）　第 2回国際放射線医学会議における IXRPC（1950年に ICRPと改称）の設立と最初

の勧告の背景には，一部の医療従事者と研究者に見られた（時に深刻な）皮膚反応に対処しよ

うとする国際医学界の要望があった。1928年の勧告は，医療施設の「X線およびラジウム作

業者」の防護に真っ向から焦点を当てており，提供された助言は有害な皮膚反応，内臓の不調

および血液の変化を回避するためのもので，「過剰な被ばくの危険は……適正な防護措置を備

えることにより回避できる」としている。

　（18）　この助言は，放射線被ばくの影響について当時最も進んだ科学的知見，30年間の現

実の場における経験，そして害を避けようとする要望に基づくものであった。簡単な防護措置

をとれば，傷害を完全に回避するために被ばくを十分低く保てると考えられていたため，「害

を及ぼさない」という比較的単純な暗黙の倫理的原則で十分であった。当時知られていた影響

の唯一の種類は，それ以下であればいかなる有害な影響も見られないしきい線量があるとされ

る確定的影響であった。ただし，こうした用語で影響が記述されたのは数十年後のことである。

　（19）　次の 20年間にわたって，医学分野のみならず，ラジウム産業においても，放射線の

利用は増え続けた。これに合わせて，防護体系の対象範囲は医療従事者の防護からラジウムの

作業者の防護も含めるよう拡大された。また，さまざまな健康影響のしきい線量に関する理解

も深まった。1934年の勧告（IXRPC, 1934）では，1日あたり 0.2レントゲンという「耐容線量」

の概念が導入された。科学の進歩の結果，害を及ぼさないために取るべき措置も改良された

が，「害を及ぼさない」という基本的倫理原則はそのままであった。

　（20）　1950年の勧告（ICRP, 1951）は，「害を及ぼさないこと」を超えて防護体系の倫理的
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な基礎付けが進展することを初めて示唆し，また，少なくとも実際にこの目的を達成すること

は以前考えられていたほど簡単ではないかもしれないと認め，「あらゆる種類の電離放射線の

被ばくを可能な限り低いレベルに低減するためにあらゆる努力を行うべき」と勧告した。

2.2　より複雑な課題：リスクの管理，バランスの問題

　（21）　1950年代には，作業者だけでなく公衆や患者の放射線被ばくの影響について社会の

関心の高まりが見られた。これは 1945年の広島と長崎への原爆投下とその後の出来事，すな

わち地球規模の汚染を引き起こした第二次世界大戦後の核実験と，マーシャル諸島の住民の深

刻な汚染，1954年の米国による核実験の放射性降下物に曝された日本のマグロ漁船「第五福

竜丸」など，大々的に報道された事件によって拍車がかかった（Lapp, 1958）。

　（22）　原子力産業を含め多くの分野で放射線利用が増大したこと，動物実験により遺伝性

影響の可能性が示唆され，放射線技師と原爆被爆生存者に白血病が増加する根拠が現れはじめ

たことと並行して関心は高まり，防護体系に深い影響を与えた。1954年の勧告（ICRP, 1955）は，

「自然バックグラウンドより高いレベルの放射線は，絶対的に『安全』とはみなせない」と述べ，

「放射線被ばくはどのような場合も実用可能な範囲で低いレベルに保つこと」を勧告した。さ

らに，これらの勧告において初めて公衆の防護が ICRPの防護体系に含められた。

　（23）　がんと遺伝性影響（「確率的影響」とも言われる）は，被ばくの絶対に安全なレベル

はない（しきい線量がない）と今や仮定されたことから，以前より倫理面ではるかに複雑な状

況が生じた。もはや，被ばくを十分低く保つことだけでは害を及ぼさないために十分ではなく

なった。主な課題は，害を及ぼさないことから害の可能性を管理することに移ったのである。

　（24）　この複雑な状況に対処する枠組みを構築するために多くの年月がかかった。Publication 

9（ICRP, 1966）で，委員会は，いくつかの影響にはしきい値が存在する根拠がないことに注

目し，そしてがん誘発における線量効果関係の性質の不確かさを考慮して，「……放射線防護

の目的には，線量－効果関係が直線的であるという仮定，および，線量が積算的に作用すると

いう仮定にかわる実際的な代案を持っていない」としている。この立場を採用しつつも，委員

会は「しきい値が存在しないという仮定，および，すべての線量には完全な加算性があるとい

う仮定は正しくないかもしれない」ことを十分承知していたが，当時得られた情報からは他に

選択肢はないと考えた（ICRP, 1966）。その結果，どのようなレベルの放射線被ばくも，ある

程度の害を伴うとみなされたため，委員会は確率的影響に関係する損傷の発生確率を制限する

という目標を加えた。

　（25）　このことは Publication 26（ICRP, 1977）でさらに詳しく述べられ，防護体系の主な

目的は，「個人，その子孫および人類全体の防護に関係するものであるが，同時に，放射線被

ばくを結果として生ずるかもしれない必要な諸活動も許されている（6項）」と記述されている。
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その結果，防護は「必要な諸活動」を妨げるのを避けるという制約を受けることとなった。こ

の刊行物はまた放射線防護の 3つの基本原則（行為の正当化，防護の最適化，および個人線量

の制限）を導入し，リスクの耐容について初めて考察を試み，個人線量の制限に至った。

Publication 60（ICRP, 1991）では，防護体系の主な目的は，防護に制約をかけるというよりも，

放射線防護の便益と放射線利用の便益という潜在的に競合する優先課題のバランスをとること

に焦点を置く「放射線被ばくの原因となる有益な行為を不当に制限することなく，人を防護す

るための適切な標準を与えること」という表現に書き換えられた。

2.3　より広い展望：環境を防護する

　（26）　もっと最近では，防護体系の対象はヒトからヒト以外の生物種にも拡大された。環

境の防護に初めて言及したのは Publication 26（ICRP, 1977）であったが，「もし人間が適切に

防護されれば，他の生物もまた十分に防護されるであろう」（14項）と述べる程度のものであ

った。この見解は Publication 60（ICRP, 1991）にも，「現在望ましいと考えられている程度に

人を防護するのに必要な環境管理の基準は，他の生物種をリスクにさらさないことを保証する」

（16項）と別の言葉で繰り返されている。

　（27）　その後の 20年間において，広く環境問題の意識が高まり，環境が防護されていると

推測するのではなく，確実にすべきという社会の期待が強まった。こうした考えは 1992年の「環

境と開発に関するリオ宣言」（UNCED, 1992）を受けて世界的に浸透した。これと並行して，

ヒト以外の生物相への放射線の影響に関する広範な科学研究に複数の機関が取り組み，その結

果，Publication 91（ICRP, 2003）では，放射線に対する環境の防護がより実質的に取り扱われた。

Publication 91は，電離放射線がヒト以外の生物種に与える影響を評価する ICRPの枠組みを

導入した。

　（28）　枠組み作成の綿密な作業には倫理的価値についての明確な考察が含められ，環境を

どれだけ尊重しているか（例えば，人間中心主義，生命中心主義，生態系中心主義のアプロー

チなど）に関する異なる哲学的世界観に触れ，環境防護について国際的に合意された原則のい

くつかが紹介された。これらの原則は，持続可能な発展，生物多様性の保全・保存・維持，環

境正義，人の尊厳である。この刊行物はまた，数ある中でも予防原則，インフォームドコンセ

ント，ステークホルダーの参加などを含む手続上の原則と実践における戦略を取り上げた。

2.4　被ばく状況の多様性を考慮する

　（29）　この数十年間，ICRPの防護体系は，1986年のチェルノブイリ事故の広範囲に及ぶ影

響，過去 10年間のテロ攻撃の増加を反映した悪意ある行為への懸念，また過去の活動により
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汚染された地域の負の遺産や，自然放射線源による被ばくに関する意識の高まりなど，多くの

課題を抱えてきた。より最近では，2011年の福島第一事故によって再び同様の問題に遭遇した。

　（30）　防護体系の中核は依然として，患者，作業者，公衆，そして環境を，医療，産業，

そして原子力分野で意図的に導入された放射線源から防護することであるのは疑いない。幸

い，こうした状況は通常よく管理されている。しかし，それ以外の被ばく状況は，管理がより

困難で，関連する被ばくから生まれる複雑な社会問題につながっていく。このため，

Publication 103（ICRP, 2007a）は，線源，被ばく経路，そして人々の被ばくの制御可能性の程

度を考慮するために，「現存被ばく状況」，「緊急時被ばく状況」，および「計画被ばく状況」の

区別を導入した。

　（31）　この新しい枠組みでは，管理についての決定を下す前からすでに存在していた自然・

人工放射線源による被ばく状況（例えば，宇宙放射線または負の遺産を抱えるサイト）ばかり

か，線源を管理する手段を喪失したり，意図的な悪用に起因する被ばく状況についても，それ

ぞれ異なる特性と関係する課題をよりよく識別することができる。こうした複雑な状況におけ

る重要な特徴は，計画被ばく状況で一般的なものと比べてずっと高いレベルに公衆が被ばくし

うることである。過去の経験から，こうした事態を効率的かつ公正に管理するには，影響を受

ける人々を直接関与させるべきであることが示されている。

　（32）　1999年には，防護についての意思決定に適切なステークホルダーが参加することの重

要性が認識された。しかし，「防護の最適化にあたって，利害関係者（stakeholder）＊の視点や

懸念を考慮する必要」（ICRP, 2007a）として基本勧告に明確に盛り込まれたのは，2007年の

Publication 103が初めてである。この勧告は，その後まもなく Publication 111（ICRP, 2009）で，

自助による防護の導入により説明された。これは事故後の事態の管理において，個人が自分自

身，家族，その地域社会の放射線状況を改善するために説明（情報）に基づき決定するのに，

ステークホルダーの参加が果たす重要な役割を認めるものであった。こうしたアプローチには，

個人がある程度の自律性を備え，関係当局や放射線防護の専門家からの情報，助言，支援を信

頼することが前提となる。

2.5　現在の放射線防護体系

　（33）　現在も，防護体系の主たる目的は「被ばくに関連する可能性のある人の望ましい活

動を過度に制限することなく，放射線被ばくの有害な影響に対する人と環境の適切なレベルで

の防護に貢献すること」（ICRP, 2007a）のままである。人の健康について，防護体系は「確定

＊訳注 　“stakeholder”は 2007年勧告（Publication 103）まで「利害関係者」と訳されてきた。その後，
Publication 111において訳語の再検討があり，以後「ステークホルダー」と訳されている。
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的影響を防止し，確率的影響のリスクを合理的に達成可能な程度に低減するよう電離放射線の

被ばくを管理・制御する」ことを目指している。別の言い方をすれば，防止できる影響は防止

し，リスクをゼロまで下げられない影響は線量制限の適用とともに防護の最適化を通じて管理

するということである。環境防護の現在の目的は，「生物多様性の維持，種の保全，もしくは

自然の生息環境と群集および生態系の健全性の維持に及ぼす影響が無視できる程度」（ICRP, 

2008）以上の影響を与えることを回避することである。

　（34）　これらの目的を受け，現在の放射線防護体系には，その目標を達成するための 3つ

の基本的な原則がある。

 正当化の原則̶被ばく状況を変更するような決定は害よりも多くの益をもたらすべきと

するもの。これは，計画被ばく状況において新しい放射線源を導入する時，あるいは現存被

ばく状況や緊急時被ばく状況において被ばくを減らす時には，費用や負の影響を相殺するの

に十分な便益が得られなければならないことを意味している。便益は特定の個人，社会全体，

そして環境にも適用されるものである。

 最適化の原則̶いかなる被ばくも経済的・社会的要因を考慮して合理的に達成可能な限

り低減すべきとするもの。これは，進行中や反復されるプロセスを通じて遍在する状況の下

で最良の防護レベルの達成を目指そうとする線源関連のプロセスである。この原則は防護体

系の礎石となる。さらに，個人被ばくの不公平な分布を避けるため，特定の線源から個人と

ヒト以外の生物相が受ける線量を制限するよう委員会は勧告している。

 線量制限の原則̶個人の被ばくが委員会の勧告する線量限度を超えてはならないとする

もの。これは，計画被ばく状況のみに適用され，患者の医療被ばくとヒト以外の生物相の被

ばくには適用されない。

　（35）　これら 3つの防護の基本原則は放射線防護体系の中心に位置づけられるもので，異

なるタイプの被ばく状況（計画，緊急時，現存）と被ばくのカテゴリー（職業，公衆，患者の

医療被ばく，および環境）に適用される。
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　（36）　第 2章で記述したように，正当化，最適化，線量制限の原則が進展する過程で，

ICRP刊行物では明示されていないが，倫理的価値は重要な役割をずっと果たしてきた。理論

倫理学と応用倫理学（付属書 Aと Bを参照）の視点から過去の委員会の報告書をレビューし

た結果，現在の放射線防護体系を支える 4つの中核となる倫理的価値，すなわち善行／無危害，

慎重さ，正義，尊厳が識別された。以下の節では，世界中の文化で共有されるこれらの価値（付

属書 Cを参照）を紹介し，議論する。

3.1　善行と無危害

　（37）　善行とは益になることを促す，または行うこと，そして無危害とは害を及ぼすのを

避けることを意味する（Frankena, 1963）。これら 2つの関連する倫理的価値は，道徳哲学に

おいて長い歴史を持ち，医者は善をなすか害を与えないことを要求するヒポクラテスの誓いま

でさかのぼる（Moody, 2011）。これらはいわゆる「ベルモント・レポート」（DHEW, 1979）の

発表と関係する哲学者の Tom Beauchampsと Jim Childressの影響力のある研究（Beauchamps 

and Childress, 1979）を受け，1970年代後半に現代の生命医学倫理において定式化された。委

員会は「善行」と「無危害」という用語を従来使用してこなかったが，放射線防護体系の中核

に位置づけられるものである。

　（38）　最も広い意味では，善行は無危害を含む（Ross, 1930）。また，善行と無危害は 2つ

の別々の価値とみなすこともできる。本刊行物ではこれらを 1つの価値として扱う。放射線の

有害な影響から人々を防護しようとする勧告を発展させることにより，委員会が個人の利益を

最大にもたらし，また間接的に社会生活の質を向上することに貢献していることは疑いない。

これは，確定的影響を回避し，遍在する状況の下で確率的影響が可能な限り低減されることを

確実にすることで実際には達成される。無危害は予防の概念と密接に関係しており，危険の可

能性を排除または低減してリスクを制限し，幸福を増すことを目指している。

　（39）　狭義には善行は，個人，地域社会，環境への直接の便益に配慮することを含む。意

図的な放射線の利用は一定のリスクを伴うものではあるが，医学での診断や治療の改善あるい

は電力生産のように，望ましい結果を生むことは疑いない。これらは潜在的な有害な影響と秤

にかけられる必要がある。同様の考察は現存または緊急時被ばく状況にも当てはまる。

　（40）　善行と無危害について重要な課題は，どのように便益，害，そしてリスクを測るか
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である。放射線防護において，このことは個人と社会の両面から考察する必要がある。根拠に

基づく医学，公衆衛生学の観点からは，放射線だけでなく他の物質への曝露も含めた，健康に

影響を与える医学的要素の比較解析がさらに必要である。加えて，さまざまな社会的，心理的，

文化的側面も考慮する必要があり，どのようなことが問題で，また，これらの要素をどのよう

に評価し重視するかについては，意見の相違があるかもしれない。それでも，こうした評価に

よってどのようなことが含められることになったかを明示し，生じている意見の相違を認識し，

直接的な健康影響と経済的なコストを単に秤にかけるだけでは済ませないことが推奨される。

この点については，WHOの健康の定義を思い出すとよい。「健康とは，単に疾患や障害がな

いことではなく，身体，精神，社会面ともにそろって良好な状態をいう」（WHO, 1948）。第 4

章で議論するように，放射線防護の専門家以外のステークホルダーの参加は，こうした総合的

な評価の重要な部分を占める。

　（41）　善行と無危害の評価では，潜在的な害と便益の評価において考慮されるべき対象者

あるいは対象物もまた問われる必要があり，例えば将来の世代や環境が含まれるであろう。す

でに述べたように，環境の防護は Publication 103（ICRP, 2007a）において防護体系の主たる目

的に今や含められている。環境への害を避けるのは人々のためか（人間中心的な見方），それ

とも環境は環境そのもののために防護されるのか（非人間中心的な見方）と問うことができる

（ICRP, 2003）。ICRPはどの特定のアプローチも指定しないし，どちらも善行と無危害の価値

と両立すると考えている。Publication 124（ICRP, 2014a）では，放射線がからむ人間活動の実

際または潜在的な影響の評価には，人間と環境の両方の影響を含めて一体として扱い，その全

体的な結果が害より多くの益をもたらすことを確実にするよう勧告している。

3.2　慎　重　さ

　（42）　慎重さとは，ある行動の範囲と影響について十分な知見がなくても，得られた説明

（情報）に基づき注意深く考えた上で選択する能力である。これはまた，自ら何をして何をし

ないかについて，選択し実行する能力でもある。

　（43）　慎重さの概念は，倫理学において長い歴史を持ち，プラトンとアリストテレスが築

いた西洋哲学の伝統，孔子の教え，ヒンドゥー教や仏教の哲学，ユーラシア，オセアニア，ア

メリカの諸民族の古い伝統に根ざす主要な徳の 1つと考えられている。もともと，慎重さは「実

践的な智慧」を意味する。これはギリシャ語の「フロネシス」（phronesis）という言葉の意味で，

合理的な決定を下してそれに従って行動するための知識，経験，そして正しい判断力を持つ資

質を表わす。

　（44）　放射線防護体系は確固たる科学的根拠に基づいている。しかし，低レベルの被ばく

について不確かさが残っており，価値判断が必要とされる。意思決定には中心的な価値として
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慎重さが要求される。ただし慎重さは，保守主義と同義であるとか，決してリスクを避けると

いう意味にとらえるべきではない。この言葉が表しているものは，決定が下されるやり方であ

り，単なる決定の結果ではない。

　（45）　慎重さの概念が登場したのが 1950年代後半（ICRP, 1959）の確率的影響の不確かさ

に関する委員会勧告においてであることは特筆に値する。それ以来，この概念は直線しきい値

なし（LNT）モデルに関連して絶えず再確認されてきた。例えば，Publication 103には以下の

記載がある。「LNTモデルは生物学的真実として世界的に受け入れられているのではなく，む

しろ，我々が極く低線量の被ばくにどの程度のリスクが伴うのかを実際に知らないため，被ば

くによる不必要なリスクを避けることを目的とした公共政策のための慎重な判断であると考え

られている」（ICRP, 2007a, A178項）。

　（46）　さらに特定的に，「慎重さ」という用語は，防護体系で考慮される放射線被ばくの異

なるタイプの影響との関連で明示的に用いられる。

 確定的影響：「特に長期的な被ばくを伴う状況においては，確定的影響に関するしきい値の

現行の推定値における不確実性を考慮することが賢明である。その結果，100 mSv近くまで

年線量が増加したら，ほとんどいつでも防護対策の導入が正当化されるであろう」（ICRP, 

2007a, 35項）。

 確率的影響一般：「年間およそ 100 mSvを下回る放射線量において，委員会は，確率的影響

の発生の増加は低い確率であり，またバックグラウンド線量を超えた放射線量の増加に比例

すると仮定する。委員会は，このいわゆる LNTモデルが，放射線被ばくのリスクを管理す

る最も良い実用的なアプローチであり，“予防原則”（UNESCO, 2005）にふさわしいと考える。

委員会は，この LNTモデルが，引き続き，低線量・低線量率での放射線防護についての慎

重な基礎であると考える」（ICRP, 2007a, 36項）。

 特に遺伝性影響について：「親の放射線被ばくがその子孫に過剰な遺伝性疾患をもたらすと

いう直接的な証拠は引き続き存在しない。しかしながら，委員会は，放射線が実験動物に遺

伝性影響を引き起こす有力な証拠が存在すると判断する。したがって，委員会は，慎重を期

すため，遺伝性影響のリスクを放射線防護体系に引き続き含める」（ICRP, 2007a, 74項）。

　（47）　政策決定者は一般に慎重さには言及しない。その代わりに，予防原則を引き合いに

出す。この用語はリオ・デ・ジャネイロで開催された環境と開発に関する国際連合会議（UNCED, 

1992）を機に広く知られるようになった。“深刻なあるいは不可逆的な損害のおそれがある場

合は”科学的な確証がないことを適切な対策を延期する理由とすべきではないとするこの原則

は，近年において，意思決定の倫理に関連して大いに議論されてきた。これはまた放射線防護

分野でも問題とされている（Streffer et al., 2004）。

　（48）　慎重さも予防原則のどちらも，ゼロリスクを要求するとか，最もリスクの小さい選

択肢を選ぶとか，単に名目ばかりの行動を要求するなどと解釈すべきではない。最適化の原則
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を適用してきた半世紀にわたる放射線リスク管理の経験は，慎重さや予防原則を思慮深く実利

的に適用したものと考えることができる。興味深いことに，委員会は最近の勧告において，

LNTモデルの使用は低線量・低線量率での放射線防護の慎重さの基礎であり，「放射線被ばく

のリスクを管理するための最良の実務的アプローチで『予防原則』に見合ったものだ」と考え

られると記述している（UNESCO, 2005; ICRP, 2007a）。

　（49）　この慎重な姿勢は，その後の放射線防護体系の構築に多大な影響を与えた。過去数

十年にわたる委員会勧告の変遷を念入りに調べると，この中心となる前提が現在の姿の防護体

系を徐々に形作っていったことがわかる（Lochard and Schieber, 2000）。このことを委員会は，

「LNTモデルを用いる際の方針上の主な意味合いは，いかに小さくてもリスクはいくらかある

ことを前提とすべきで，容認できるとみなされるものに基づき防護のレベルが設定されること

である。これは，委員会の防護体系および 3つの防護の基本原則に通じるものである。」（ICRP, 

2007a）と明瞭にまとめている。

　（50）　さらに，慎重な姿勢をとることにより放射線の影響に対して警戒（用心）する義務

を生ずる結果，人や人以外の生物相の被ばく状況を監視する責務が生じる。特に，慎重さは，

今ある不確かさを減らそうとすることに関係する研究（例えば疫学，放射線生物学，計測学，

放射線生態学）を行う義務が生じるばかりか，予想外の発見についても研究を行わなければな

らない。さらに人については，慎重さは被ばくした人々への支援を含み，必要ならば，電離放

射線で誘発される可能性のある病態の検診や治療が含まれる。

3.3　正　　　義

　（51）　正義は，人の集団内における利益と不利益の配分の公正さ（配分的正義），損失につ

いての補償の公正さ（修復的正義），および意思決定過程における規則と手続の公正さ（手続

的正義）と通常，定義される。公平と不公平が物の配分の状態に関わるので，公正さは，その

配分において達成された公平の度合を表わすのに用いることができる。

　（52）　委員会はこれまでの勧告において正義について明確に言及してこなかったことは強調

されなければならない。しかし，被ばくする集団の中で個人被ばく線量の分布が不均等である

可能性を正すために個人被ばく線量を制限するという考え方は，Publication 26（ICRP, 1977）

においてすでに見られた。Publication 60で，「不公平」という用語が初めて使用された。「便

益と損害とが集団の中で同じ分布をしない場合には，ある程度の不公平が必ず生ずることにな

る。はなはだしい不公平は，個人の防護に注意を払うことによって避けることができる。」（ICRP, 

1991, 101項）

　（53）　自然線源，人工線源を問わず，どの被ばく状況においても，個人被ばくの分布が広

範にわたる可能性がある。その上，防護手段の実施によりさらに分布に歪みをもたらし，不公
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平の度合を増す可能性がある。こうした状況において，放射線防護体系の防護の判断基準は 2

つの役割を果たす。

　（54）　第 1に，放射線防護の判断基準は，一部の個人が他の人よりもずっと多く被ばくし

うる状況において個人被ばく線量の分布の不公平を減らすことを目指す。この個人被ばくの制

限は，計画被ばく状況に適用される線量拘束値，現存または緊急時被ばく状況に適用される参

考レベル，また動物相と植物相の防護に適用される誘導考慮参考レベルを用いて行われる。線

量拘束値，参考レベル，誘導考慮参考レベルは最適化プロセスの不可欠の部分であり，それゆ

え防護の責任者は遍在する状況に応じてこれを選択しなければならない。

　（55）　防護の判断基準の第 2の役割は，個別の状況において被ばくがそれを超えると関連

するリスクが耐容できないと考えられる値を超えないことを確実にすることである。このこと

を確実にするために，計画被ばく状況での作業者や公衆の防護については委員会の勧告する線

量限度が適用される。線量拘束値や参考レベルと同様，線量限度は，被ばくする個人の集団全

体にわたってリスクの公正な配分を確実にすべく個人被ばくを制限する手段である。ただし，

人間の活動により意図的に放射線源を導入する計画被ばく状況は予測可能であることから，線

量限度の数値は，線量拘束値や参考レベルと違って，一般に法令により規定されており，拘束

力がある。

　（56）　このように防護基準を通じて，放射線防護体系は個人被ばくの分布を 2つの配分的

正義の原則と確実に適合させることを目指す。まず，公平の原則により，各人が置かれている

個人的状況を映し出す。線量拘束値と参考レベルの役割は，同じ被ばく状況にある個人の間で

被ばく線量の幅を減らすことである。次に，平等の権利の原則により，計画被ばく状況で同じ

被ばくカテゴリーに属するすべての個人について等しく扱うことを保証する。線量限度の役割

は，すべての公衆の構成員や職業被ばくを受ける作業者が，社会が耐容できるとみなし，法律

で認められたリスクのレベルを超えないことを確実にすることである（Hansson, 2007）。

　（57）　意思決定過程に参加する市民の権利を認めることは，手続的正義の重要な観点でス

テークホルダーの参加と結びついている。環境分野の正義については，このことは「環境に関

する，情報へのアクセス，意思決定における公衆参画，司法へのアクセスに関する条約」（オ

ーフス条約）で批准されている（UNECE, 2001）。もちろん，これを実際に達成するにはまだ

課題があり，ステークホルダーの参加については第 4章でより詳しく議論する。

　（58）　世代間の配分的正義について，委員会は放射性廃棄物管理における「将来世代の健

康と環境を損なわないための予防的原則と持続可能な発展」（ICRP, 2013, 15項）に関して取り

上げている。Publication 81で，委員会は「将来における個人と集団が，今日とられた行動か

ら現在の世代が与えられているのと少なくとも同じレベルの防護を供与されるべきである」

（ICRP, 1998, 40項）ことを勧告している。Publication 122では，委員会は将来の世代が自ら防

護に対処できるような手段を提供する責任を取り入れている。「…将来の世代に対する現在の
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世代の義務は複雑であって，例えば，安全性と防護の課題だけでなく，知識と資源の移転をも

含んでいる。」（ICRP, 2013, 17項）。

3.4　尊　　　厳

　（59）　尊厳は，人間の状態を表すひとつの特性であり，人が人であるがゆえに備えている

ものがあるという考え方である。これは，すべての個人は，年齢，性別，健康状態，障害，社

会的地位，民族的出身，宗教など，個人的な属性や事情に関わらず，無条件に尊敬されるに値

することを意味している。この考え方は，「あらゆる人間は生まれながらにして自由で，平等

の尊厳と権利を有する」（United Nations, 1948）と言明する「世界人権宣言」において特別な

位置を占める。尊厳は，個人を客体ではなく主体として扱うカントの概念（「あなた自身の人格，

あるいは他のいかなる人物の人格においても，人間性を，目的を果たす単なる手段ではなく，

常にそれ自身も目的として扱うように振る舞いなさい」（Kant, 1785））など，多くの倫理的理

論における中心的な価値として長い歴史を持つ。個人の自律性は，人の尊厳から導かれる当然

の帰結である。これは，個人が自由に行動する（すなわち，強制されず説明を受けた上で決定

を下す）資格を持つという考え方である。

　（60）　人の尊厳の尊重について初めて放射線防護の分野で取り上げられたのは，生物医学

研究における「インフォームドコンセント」としてであるが，これは，人は「リスクを自発的

に受容する権利」と「受容を拒否する同等な権利」（ICRP, 1992）を持つことを意味する。「知

る権利」の概念と並んで，「インフォームドコンセント」は妊娠と医療放射線についての

Publication 84（ICRP, 2000）で明確に確立された。医療分野以外では，人の尊厳は，環境防護

についての ICRPの枠組みを作成する上で「個人の権利の尊重と，結果として生じる人の見方

の幅とを尊重する必要性」として明示的に取り込まれた（ICRP, 2003）。委員会はまた，ステ

ークホルダーの参加を通じた自律性の促進と個人が説明（情報）に基づいて決定できるような

エンパワメントを強調した（ICRP, 2007a）。例えば，汚染された土地（ICRP, 2009）や，空港

における保安検査（ICRP, 2014b），家屋内のラドン（ICRP, 2014c），航空飛行時の宇宙線（ICRP, 

2016）の問題に直面した場合である。ICRPの放射線防護体系はこのように，日々の生活で放

射能に直面する人々の尊厳や自律性の促進に積極的に配慮している。尊厳の促進が，第 4章で

展開される放射線防護体系の現実の場での実践に結び付いた一連の手続上の倫理的価値（説明

責任，透明性，ステークホルダーの参加）にも関係していることは注目に値する。
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3.5　中核となる倫理的価値と基本原則の関係

　（61）　4つの中核となる倫理的価値は，現在の放射線防護体系に浸透しているが，正当化，

最適化，線量制限の 3つの原則との関係は簡明ではない。正当化についてはそれほど問題がな

く，善行と無危害か，それより「益になることを行う」と「害を避ける」のバランスをとるこ

とに言及すれば，必ずではないが，大概は理解することができる。しかし最適化（つまり，経

済的・社会的要因を考慮に入れ，被ばくを合理的に達成可能な限り低く保つこと）と線量制限

（つまり，リスクを耐容できるレベルに維持すること）については，中核となる倫理的価値の

いくつかと係わりがある。

　（62）　合理性と耐容性という 2つの重要な概念は，それぞれ 2番目（最適化），3番目（線

量制限）の原則の中心となるものであるが，中核となる倫理的価値を組み合わせバランスをと

ることによって，放射線リスクをどのように管理するかが明確になる（Schneider et al., 2016）。

　（63）　合理性の概念は，委員会が「大集団の被ばくをできるだけ低いレベルに保つことが

強く要請される」（ICRP, 1959, 19項）という勧告を行った 1950年代にさかのぼって見出すこ

とができる。この勧告は形を変えて 20年後に委員会の最適化の原則の導入に使われた（ICRP, 

1977）。まず，費用便益分析のような定量的アプローチを使って合理性を定義する試みがなさ

れた（ICRP, 1983）。その後，合理性の探求が進むにつれて，個人線量の分布の公正さと，ス

テークホルダーの関心や見解への配慮という二つの形で正義を反映するには，定量化を行うだ

けでは不十分だと認識されるようになった。

　（64）　耐容性の概念は，委員会の初期の刊行物（ICRP, 1959）から存在した。Publication 60

において，被ばく（または関連する放射線リスク）の耐容性の程度を決め，それによって，被

ばくのカテゴリー（公衆被ばくか職業被ばくか）に応じて，被ばくの容認できないレベルと耐

容できるレベルを区別することが可能となる概念的枠組みが導入された（ICRP, 1991）。

Publication 103では，耐容性は被ばく状況のタイプごとに個別に言及され，被ばくに関連する

放射線リスク（そして関連する無危害の価値）のみでなく，被ばくの低減または防止の実用性

（慎重さと善行），被ばく状況がもたらす個人や社会への便益（善行と正義），そしてその他の

社会的規準（正義と尊厳）が考慮に入れられている（ICRP, 2007a）。

　（65）　放射線防護の原則を適用することは，放射線防護体系の根底にある中核となる倫理

的価値（言い換えるならば，害より多くの益をもたらすこと，不必要なリスクを避けること，

公正な被ばくの分布を確立すること，そして尊敬をもって人々に接すること）（Lochard, 2016）

に基いて決定を行うことについての，止むことのない探求である。この遂行において，合理性

と耐容性という 2つの概念は，定量的方法も参考とはなるが，最終的には熟慮を必要とする性

質のものである。





ICRP Publication 138

 19

4.　手続上の価値

　（66）　勧告を現実の場で実践するために，委員会は放射線防護の手続面と組織面に関する

いくつかの要件を提示している。これは詳細に述べたものではなく，いくつかの広範な基準を

単に定めたもので，これらを展開する作業は他の国際機関に任せている（IAEA, 2014）。3つ

の要件，すなわち説明責任，透明性，包括性（ステークホルダーの参加）は，すべての被ばく

状況に共通するため，強調しておく価値がある。この 3つにはいずれも強い倫理的側面があり，

この章で考察する。これらの手続上の価値が相互に関係していることを認識することも重要で

ある。

4.1　説 明 責 任

　（67）　説明責任は，意思決定を行う立場の人が，自らの行動によって影響を受けうるすべ

ての人に対して，当該の行動について責任を負うべきとする手続上の倫理的価値，と定義する

ことができる。ガバナンスの観点では，個人または組織が自らの行動について報告し，必要な

らば責任を負い，影響について説明する準備を整えておく義務を意味する。説明責任の概念が

明示されたのは Publication 60（ICRP, 1991）であり，勧告の履行について記述した Publication 

103（ICRP, 2007a）においても，組織の特徴の考察の中でほぼ同じ文言を使って繰り返されて

いる。「あらゆる組織において，責任とそれに関連する権限は，関係する任務の複雑さに応じ

た範囲で委譲される。この権限委譲の機能は定期的に調べられるべきである。しかし，組織の

管理者は，引き続き，適切な放射線防護の提供に対して責任があり，任務と責任を委譲するこ

とは，その責務の質を落とすことではない。各組織体のトップまで完全につながる明確な責務

のラインがあるべきである。様々な種類の組織の間には相互作用も存在する。助言や規制を司

る当局は，彼らが与える助言や課したあらゆる要件について責任を持つべきである」。

　（68）　委員会はまた，現世代の将来の世代に対する説明責任についても考察しており，こ

れについては Publication 77（ICRP, 1997b），81（ICRP, 1998），91（ICRP, 2003）と 122（ICRP, 

2013）において，廃棄物管理と環境の防護に関係して明確に言及している。その例として，

Publication 122（17項）には「将来の世代に対する現在の世代の義務は複雑であって，例えば，

安全性と防護の課題だけでなく，知識と資源の移転をも含んでいる。技術的と科学的不確実性

並びに長期的な社会の変化から，将来において社会的対策が講じられることを現在の世代が保

証することはできないが，現在の世代が将来の世代に対してこれらの課題に対処するための手
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段を提供する必要があることは一般に認められている」（ICRP, 2013）と書かれている。この

文脈での説明責任は，第 3章で検討した世代間の配分的正義という価値の実践の一部である。

4.2　透　明　性

　（69）　透明性もまた，手続的正義という価値の実践の一部である。これは個人や組織の間

で意図的に情報が共有される際のプロセスの公正さに関係する。国際標準化機構（ISO）によ

ると，透明性とは「社会，経済，環境に影響する意思決定と活動が公開されていること，また

これらを明快に，正確に，適時に，正直かつ完全な方法で伝えようとする意志」（ISO, 2010）

を意味する。透明性は単に連絡や話し合いを意味するのではない。これは問題となる活動，熟

議，決定について情報が入手可能であるか，また情報伝達の明快さ，実用性，正直さに関係す

る。情報の入手可能性については，意思決定者が社会，経済，環境の分野で，あらゆる被ばく

状況に関係する個人や集団の利益のために責任をもって行動することを保証するのは，政府や

企業の社会的責任のひとつである。セキュリティや経済的な理由を前面に出して，事業や組織

から持ち出される情報の管理や制限を正当化できるのは明らかである。だからこそ，十分な透

明性に配慮するために最初から，明確な手続を整備し，期待されることを明示しておく必要が

ある（Oughton, 2008）。

　（70）　作業者の被ばくと防護措置に関する透明性は 1960年代から ICRP勧告に組み込まれ

てきた。例えば「作業者には，業務に伴う放射線の危険と取るべき予防措置について適切に情

報を提供しなければならない」（ICRP, 1966）と書かれている。この要求は引き続く勧告で拡

大されてきた（ICRP, 1991, 2007a）。しかし，透明性が一般的な原則となり，被ばくについて

の情報のみならず，防護措置の選択に関する意思決定プロセスにも適用されるようになったの

は，2000年代に入ってからである。さらに，すべてのカテゴリーの被ばく（職業，医療，公衆，

そして環境）に範囲が広げられた。これは防護の最適化をテーマとし，「プロセスの拡張」と

いう意味深い副題がついた Publication 101bにおいて初めて導入された。「判断によるという

その性質上，最適化プロセスには透明性が強く求められる。プロセスの中に入るすべてのデー

タ，パラメータ，仮定及び数値は公開され，そして非常にはっきりと定義されなくてはならな

い。この透明性は，すべての関連情報が関係者に提供され，意思決定プロセスのトレーサビリ

ティは，十分な説明を受けた上での決定を目指して，適切に文書化されることを前提としてい

る」（ICRP, 2006, 34項）。

　（71）　実際には，透明性は被ばくのカテゴリーや被ばく状況のタイプに依存する。医療分

野では，これは，作業者には訓練（ICRP, 1997a），患者にはインフォームドコンセント（ICRP, 

1992，2007b）を通じてというように，カテゴリーにより異なる方法や手順にしたがって実施

されている。これはまた，例えば保安検査の場合，公衆の知る権利の原則としても現れている
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（ICRP, 2014b）。最新の勧告の中で，委員会は「……科学的推定と価値判断の基礎及びそれら

の間の区別は，どのように決定がなされたかの透明性を高め，かくして決定への理解を増すた

めに，可能であればいつでも明らかにすべきである」（ICRP, 2007a）と強調した。このことは

透明性の必要条件として，放射線防護体系において価値判断を行うたびに適用すべきであるこ

とを示している。

　（72）　インフォームドコンセントは，生命医学倫理に関わる分野（例えば生物医学研究，

放射線治療，あるいはインターベンション治療）において良く展開されているが，医療以外の

分野でも重要である。インフォームドコンセントの前提条件となる要素には情報（適切で十分

でなければならない），理解，自由意志（不当な影響を避ける）が含まれ，拒否と撤回の権利（い

かなる不利益も受けない）と関係している。これらの要素のほぼすべてが，生物医学研究につ

いての Publication 62の中で「被験者は自由意志によりリスクを受け入れる権利を有し，また

受け入れを拒否する同等の権利を有する」，「自由な，情報に基づく同意（インフォームドコン

セント）とは，提案されたことの性質と影響をきちんと理解した上で，自由に与えられた真の

同意を意味する」と記述され，また「被験者はいつでも同意を撤回できる」とも述べられてい

る（ICRP, 1992）。妊娠と医療放射線についての Publication 84では，インフォームドコンセン

トは「原則」とみなされ，「インフォームドコンセントには，相手の人に行動能力があること，

完全な開示を受けること，開示されたものを理解すること，自由意思で行動すること，そして，

介入に同意すること，という 5つの基本的要素がある」（ICRP, 2000, 48項）ことが指摘されて

いる。障がいを持った弱者，不当な影響を受けている人々，妊婦については，同意に関して追

加的な保護と厳密なリスク便益評価が必要とされる（ICRP, 1992, 2000）。

　（73）　知る権利は，透明性と関係するもう一つの重要な概念である。これは 1970年代に米

国で作業者が安全かつ健全な作業環境を与えられるようにするための連邦職業安全衛生局の取

組みの中で登場した。それが進化して，委員会により，職場や地域社会の環境中で処分され，

放出され，生産され，貯蔵され，使用され，あるいは単に存在する有害物質（例えば，ラドン，

自然起源の放射性物質（NORM））について，完全な情報を公開する要件として定義されるよ

うになった（ICRP, 2007b, 2014b, 2016）。

　（74）　環境の防護についての刊行物（ICRP, 2003, 2014a）では，社会統制，公衆による監視

を可能とする透明性についても強調されている。「インフォームドコンセントの原則　これは，

計画段階に始まり，引き戻すことができないような決定が行われるよりもずっと前からの，対

話と公衆参加の必要性を強調する。ある利害関係者＊にとっては，その意思に反した決定とな

ることは避けられないかもしれないが，意思決定にそのような透明性を持たせることにより，

すべての利害関係者の主張の分析と理解ができるようにすべきである。透明性は，通常，環境

インパクト評価を行うことによって確保される」（ICRP, 2003, 47項）。
＊訳注 　ステークホルダー（stakeholder）。
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　（75）　最後に，説明責任と透明性は互いに強化し合うこともある。この二つが揃えば，ス

テークホルダーは説明（情報）に基づく決定を下すのに必要な最新情報を得ることができ，さ

らには意思決定プロセスに参加する可能性を与えられる。

4.3　包括性（ステークホルダーの参加）

　（76）　包括性の価値について言及するとき，通常，この価値が実際に適用されるやり方で

ある「ステークホルダーの参加」という表現が使われる。ステークホルダーの参加は，「ステ

ークホルダーの参画」とか「ステークホルダーの関与」などとも言われ，「関係するすべての

当事者が放射線防護に関わる意思決定プロセスに参加すること」を意味する（IRPA, 2008）。

この数十年あまりで，ステークホルダーの参加は民間・公共部門の組織の倫理的枠組みの重要

な部分となった。したがって，包括性は説明責任や透明性と並ぶ，組織において倫理的な決定

を行うのに必要な重要な手続上の価値の一つである。放射線防護にステークホルダーを関与さ

せることを最初に提案したのは，恐らく Lauriston Taylorではないかと思われる。Taylorが

1980年に行ったシーベルトレクチャーの中に次の一節がある。「放射線防護の分野で熟練した

経験豊かな科学者を別にすると，他のどこからさらに智慧を借りられるだろうか。個人的な意

見であるが，私はより広範な一般市民のグループと向き合うべきだと強く感じる。その多くは

善意にあふれ，誠実だが，自ら取り組むべき放射線の課題について十分な知識を持つ者はまれ

と考えなければならない。とはいえ，集団でも，個人でも……我々の全体的な放射線防護哲学

を構築する上で，すばらしい価値となりうる。」（Taylor, 1980）

　（77）　放射線防護へのステークホルダーの関与は，チェルノブイリ事故による汚染地域と

米国の過去の核関連活動により汚染されたサイトにおける被ばくの管理を背景に 1980年代終

わりから 1990年代初めに初めて実施された（ICRP, 2000）。こうした被ばく状況において，市

民は日々の生活に影響を及ぼす放射能に直面し，当時あった防護体系では対応が難しい新しい

問題が生じたことを知った。これを機に，委員会は行為と介入というプロセスに基づくアプロ

ーチに代えて，現存，計画そして緊急時の被ばく状況を区別する状況に基づくアプローチを導

入した（ICRP, 2007a）。

　（78）　ステークホルダーの参加という概念を ICRPが初めて導入したのは Publication 82に

おいてである。「人の居住地には多くの長期被ばく状況が組み合わさっており，その意思決定

過程には放射線防護専門家だけでなく，関連した利害関係者＊の参加が含まれるであろう，と

委員会は予想している。」（ICRP, 1999, 4項）このことは Publication 101bではより詳しく説明

＊訳注 　“stakeholder”は 2007年勧告（Publication 103）まで「利害関係者」と訳されてきた。その後，
Publication 111において訳語の再検討があり，以後「ステークホルダー」と訳されている。
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されている。「利害関係者＊の関与は，意思決定プロセスへの価値の組み込み，意思決定の実

質的な質の改善，競合する利害間の争いの解決，作業者と公衆双方の共通の理解の構築及び，

諸機関における信頼の構築を達成する実績のある手段である。」（ICRP, 2006, 39項）。

Publication 103においては，防護の最適化の原則に関連して必要条件とされた。「委員会が，

防護の最適化にあたって，初めて利害関係者＊（stakeholder）の視点や懸念を考慮する必要を

表明していることは注目すべきである」（ICRP, 2007a）。

　（79）　放射線防護に関する意思決定プロセスにステークホルダーを参加させるのは，彼ら

の関心や期待，また争点となる問題に関する彼らの知識を考慮に入れるための効果的な方法で

ある。これはまた，専門家とステークホルダーの双方にとって，被ばく状況において何が問題

なのかをよりよく理解する手段でもある。これによって，さらに，より効果的で，持続可能で，

ステークホルダーのエンパワメントと自律性を促す公正な防護措置を採用することができる。

医療施設，産業施設，原子力施設の操業と保守にステークホルダーを参加させることは，職業

被ばくを合理的に達成可能な限り低く保つための効果的な方法であると実証されている。チェ

ルノブイリ事故と，もっと最近では，福島第一事故の影響を管理した経験から，影響を受けた

人々がエンパワメントされると，彼らが自信を取り戻し，自らが直面する状況を理解し，最終

的に説明（情報）に基づいて決定を下し，それにしたがって行動する助けとなることがわかっ

ている。言い換えるならば，ステークホルダーを関与させることは，影響を受けた人を尊重し，

事故後の状況の場合では，尊厳の回復を助ける 1つの手段となる（Lochard, 2004; ICRP, 

2015a）。

　（80）　あらゆる被ばくした人々の集団に，公正な支援を保証するのは専門家と当局の責任

である。この点に関する公正さは，正義と尊厳という中核となる価値に関わっている。公正な

扱いを受けるという要件は，健全な生活と自己決定を促進する目的のために専門家や当局との

対話を希望する者にとって重要な条件である。この対話によって，すべての当事者が争点とな

っている状況の理解を深められるほか，個人が説明（情報）に基づいて決定を下すためのエン

パワメントにも役立つ。このエンパワメントのプロセスは，関係する人々の間で「実際的な放

射線防護文化」を育むことに懸っている。この最後の概念は，原子力事故後の長期汚染地域に

住む人々の防護を主題とする Publication 111（ICRP, 2009）において導入されたが，すべての

被ばく状況に適用される。実際的な放射線防護文化とは，放射線に直面したときに各個人が十

分に説明を受けた上で選択や賢明な行動ができるような知識や技能，と定義することができる。

放射線防護体系の根底にある中核となる倫理的価値の精神を尊重して科学的知見や専門知識を

入手できるようにすることにより，こうした選択をサポートするのは，放射線防護の専門家の

責務である（ICRP, 2009）。

　（81）　環境の防護についての最近の ICRP刊行物は，ステークホルダーを効果的に巻き込ん

でゆくための明確な手続上の勧告を与えている。「プロセスをすべての当事者にとって実効的
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で意味のあるものと確実にするためには，最初から指針を確立するべきである。」また「すべ

てではないが，いくつかの指針として以下のものがある。プロセスの初めからステークホルダ

ーの役割を明確に定義すること，参画の計画について合意すること，ステークホルダー参画の

記録と対応の仕組みを整備すること，ステークホルダーの参画は複雑な場合があり，その実施

に追加的な資金が必要となることもあると実施者や規制当局が認識すること。」（ICRP, 2014a）。
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　（82）　ICRPの放射線防護体系は，科学，倫理学，経験という 3つの柱に基づいている。倫

理学に関して言えば，本刊行物はこの防護体系を，善行／無危害，慎重さ，正義，尊厳という

4つの中核となる倫理的価値に依拠するものとして表現している。善行／無危害は，人と環境

への有害な影響を防止または低減するという目的に直結している。慎重さのおかげで，これら

の影響に関係する不確実性を考慮に入れることができる。正義は，防護に関する意思決定にお

いて社会的公平と公正を保証する手段である。尊厳は，人々に対して払うべき敬意について考

慮することである。

　（83）　正当化の原則は，放射線被ばく状況を変える決定はいずれも害より多くの益をもた

らすべきと要求している。これは，現在ある被ばくを低減したり新しい放射線源を導入したり

することによって，得られる個人や社会への便益が，放射線リスクやその他の特性に関係する

不利益を上回るべきだという意味である。このように，正当化の原則は善行／無危害という倫

理的価値と結びついているが，放射線リスクの一部は LNTモデルの使用と関係しているため，

慎重さという倫理的価値とも結びついている。

　（84）　一方，防護の最適化の原則は，被ばくする集団での被ばくの分布の不公平を減らす

ために個人被ばくを制限し，あらゆる被ばくを経済的・社会的要因を考慮して合理的に達成可

能な限り低く保つべきと要求している。これは防護体系の基本原則であるが，一方，慎重さを

現実の場で実践することを可能とする行動原則の 1つである。他方，これによって被ばくした

人の間の被ばくの公平かつ公正な分布が可能となり，正義という倫理的価値に直結する。究極

的には，最適化の原則は，人々が被ばくする個別の状況ばかりではなくその関心や期待をも考

慮に入れるため，人々を尊重し，敬意をもって扱うことに通じる。

　（85）　線量制限の原則は，いかなる個人の被ばくも委員会が勧告する線量限度を超えない

よう要求している。最適化の原則と同様に，慎重さという倫理的価値に直接結びつくが，所定

の計画被ばく状況と被ばくのカテゴリーについては，公平なやり方でリスクを制限するため，

正義とより密接に結びついている。

　（86）　3つの原則の適用は，被ばく状況や被ばくのカテゴリーによって異なるが，特に医療

被ばくにおいてはそうである。例えば，「害を上回る便益」を最大にするようなリスクと便益

のバランスが患者ごとに異なるため，線量限度は医療被ばくには適用されない。しかし，公平

さは，ある医療画像診断について不当に被ばくが高かったり低かったりする頻度を減らす目的

で診断参考レベルが使用されており，医療の現場においても実践されている。実際には，他者
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に及ぼす潜在的な便益と害もあるため，倫理的考察はもっと複雑である。ある程度の線量を受

ける医療スタッフはその顕著な例であり，その他としては，家族や友人は処置のタイプによっ

ては，ある程度の線量を受けうるかもしれないが，患者への医療上の便益がもたらす間接的な

便益を得られるかもしれない。

　（87）　正当化，最適化，線量制限という 3つの重なり合う原則に組み込まれた，中核とな

る倫理的価値により，人は低線量の影響に関係する不確実性を考慮しつつ徳に従って行動し，

行動の適切さを判断するための基準を評価する。実践においては，賢明に行動するために防護

の合理的なレベル（最適化の原則）と耐容できる被ばくレベル（線量制限の原則）を追求する

ことは，遍在する状況に依存するやむことの無い探求である。賢明に行動するとは，害より多

くの益をもたらし（善行／無危害），不必要な被ばくを避け（慎重さ），被ばくの公正な分布を

目指し（正義），また人々を敬意をもって扱う（尊厳）ことを希求することである。

　（88）　ICRPの放射線防護体系は，手続上の価値，特に説明責任，透明性，包括性も組み入

れており，放射線防護プロセスに関与する人の責任ある行動，適切な情報提供，そしてまた放

射線に潜在的または実際に被ばくする個人の自律性と尊厳の保持の重要さを反映している。

　（89）　これまで，人についての放射線防護体系の基本的な目的は，確定的影響を防止し，

経済的・社会的考察を考慮に入れて確率的影響を合理的に達成可能な限り低く保つことであっ

た。近年の進展では，心理社会的，精神的な健康など，被ばくする人の個人や集団の福祉のよ

り広い側面を含めることを提案している。これは，Publication 111（ICRP, 2009, 23項）で述べ

られているように，特に事故後の状況の管理において，被災した人々の日々の生活の改善を目

指す場合に当てはまる。

　（90）　最近の委員会勧告において現存被ばく状況における自然放射線や人工放射線が含め

られたこともまた，潜在的または実際に電離放射線への被ばくを伴う状況で，それぞれの市民

が十分な説明（情報）に基づいて選択を行い，賢明に行動できるように，社会における適切な

放射線防護文化の普及を支援していく必要性を浮き彫りにした。

　（91）　さらに，委員会は環境の防護にも関心を持っている。Publication 91（ICRP, 2003）に

始まり，環境について考察するための枠組みが構築された。委員会は今，計画被ばく状況への

新しい線源の導入がもたらしうるすべての便益と影響の全体的で統合された概観，あるいは現

存および緊急時被ばく状況における行動の考察には，人と環境の両方の防護についての適切な

考察が含まれるべきと考える。

　（92）　委員会の責務は，科学的知見と専門家の判断を生かして，公益のための放射線防護

体系を発展させていくことである。しかし，委員会は，放射線防護体系を支える倫理的価値や

関係する原則を明示して広く知らせることにより，専門家と公衆はともに勧告の社会との関わ

り合いについてのより明確な視点を疑いなく持つものと信じる。科学や経験だけでも解決でき

ないように，倫理学だけでは放射線の利用や存在により生じる疑問やジレンマに最終的な解決
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策を提供することはできない。それでも，倫理学が放射線防護の原則と哲学について有用な洞

察を提供できることは確かで，これにより放射線防護の専門家と他のステークホルダーの間で

対話を促すことができる。
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付属書A.　倫理学の理論

　（A1）　本付属書は放射線防護体系の倫理的基盤を探る上で言及したいくつかの倫理学理論

を簡潔にまとめたものである。これらの理論は，古代ギリシャから近代ドイツやイギリスの哲

学までの「西洋の」理論と特徴づけることができる。

　（A2）　これらの理論の要点を理解することは，現実の放射線防護の場で起こる対立やジレ

ンマを辿るのに役立つかもしれない。もちろん，ある理論を理解しても，それだけで問題の解

決策が提供されるわけではないし，委員会が，ひとつの理論は別の理論より良い，とする立場

を取ったことは一度もない。それでも，これらの理論を知っていると，異なる論理を展開する

人々の間で相互理解が容易になるかもしれない。

　（A3）　倫理とは，徳と悪徳（性格），善と悪（質），正と誤（行動）を議論する哲学の専門

分野である。倫理と道徳哲学という用語は，同じことを記述するのに広く使われている。前者

の語源はギリシャ語，後者はラテン語である。道徳は，場合によって文化的・宗教的な基盤に

根ざす価値や規範の記述に用いられる。

　（A4）　放射線防護の議論でしばしば言及される 3つの主要なレべルの倫理学理論がある。

それは，メタ倫理学（「徳」，「善」，「正」といった観念の一般的な意味を議論する），規範倫理

学（いかに行動すべきか，どの価値や規範に従うべきか），および応用倫理学（例えば医学や

工学で，倫理学の理論や原則に基づいて個別の問題を議論する）である。

　（A5）　規範倫理学の中にも，放射線防護体系について議論するのに使われた 3つの主要な

理論を見出すことができる。それらは，徳倫理学（人の性質の一定の概念に基づいて徳のある

生き方を議論する），義務倫理学（人間社会における一連の義務や規則について議論する），結

果主義倫理学（一定の行動の優劣をその帰結に基づいて議論する）である。

　（A6）　放射線防護の倫理は，生物医学の倫理（付属書 Bを参照），環境倫理，工学倫理など，

他の応用倫理学の分野と通じるものがある。これらのテーマに関する文献は実に多様だが，放

射線に関して同様の問題を扱った ICRP報告書はごくわずかである［例えば，Publication 62

（ICRP, 1992）と 91（ICRP, 2003）］。

　（A7）　ICRPの歴史とその方針の進展に関する論文（Clarke and Valentin, 2009）は，設立当

初からの委員会勧告を分析しており，主に 3つの倫理学における理論に焦点を合わせていると

の結論に達している。（1）初期の勧告（1928～ 1950年代）は徳倫理学，（2）中期の勧告（1960

年代～ 1970年代）は功利主義倫理学（結果主義の最もよく知られたもの），そして（3）最近

の勧告（1980年代から現在）は義務倫理学に焦点を合わせているという。この分析の意図は，
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勧告を発展させるにあたり，これらの理論の間に到達する必要のある均衡点を探してきたと強

調することである。

　（A8）　以下に，規範倫理学の 3つの理論がどのように放射線防護と関わっているかについ

て簡潔なまとめを示す。

A.1　徳 倫 理 学

　（A9）　この理論の代表者は，古代ギリシャの哲学者プラトン（紀元前 427～ 347）とアリス

トテレス（紀元前 384～ 322）である。彼らはその論理の基盤を，規則や義務よりも，人間の

道徳的性質や特徴に置いた。善とは，善人または徳の高い人物がすることである。例えば放射

線の確定的影響を考察するとき，この考えは単に，害を避けようとする人間の性質に結び付け

ることができる。一般に，放射線防護の「正当化」の原則は，害を避けるだけでなく益になる

ことをする人間の性質に基づくので，同じ考えを表現していると理解できる。言い換えるなら

ば，これは正しい行動に導く自らの道徳的性質に従う人間の正しい動機である（Hansson, 

2007）。

A.2　結果主義倫理学

　（A10）　結果主義の最もよく知られたものは功利主義で，この理論の代表者はイギリスの学

者ジェレミー・ベンサム（1748～ 1832）とジョン・スチュアート・ミル（1806～ 1873）であ

る。彼らは行いまたは規則の善し悪しについての唯一の有効な判断基準は，人間の善良な性質

や人間社会における義務ではなく，これらの好ましい結果であると一貫して主張した。功利主

義の最もよく知られた概念は，「最大多数の最大幸福」を追求すべきだというものである。「最

適化」の原則は，放射線被ばくを「経済的・社会的要因を考慮に入れ，合理的に達成可能な限

り低く」保とうとするため，しばしばこの功利主義的アプローチに結び付けられる。この原則

は，特に低線量での確率的影響のリスクと結び付けられる。過去において，これはしばしば，

個人の犠牲を最小限に抑えるものの，社会にとって最大の金銭的利益を算定する，費用便益分

析に基づく意思決定を提案するものと理解された。結果主義倫理学は集団の利益の最大化を目

指すとは限らず，個人のリスクと便益のバランスをとるために使われることもある。

A.3　義務論倫理学

　（A11）　この理論の非常に重要な代表者は，ドイツの哲学者イマヌエル・カント（1724～

1804）である。カントは人間には理性的な性質があり，「自律性」と呼ばれる，自制する能力
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が備わっていると主張した。人間は善に導かれて義務や道徳法に従って行動するというのであ

る。カントは人間を単にある目的を果たす手段としてではなく，それ自身も目的として扱うべ

きだと言った。これは「最大多数の最大幸福」を得るために個人を犠牲にするべきではないこ

とを意味する。同時に，これは各個人の自由な選択を尊重すべきという意味でもある。放射線

防護の分野で検討されるもう 1つの義務論倫理学の理論は，スコットランドの哲学者ウィリア

ム・デヴィッド・ロス（1877～ 1971）が展開したものである。彼はアリストテレスの著書の

翻訳者として知られており，ギリシャ哲学について多くの著作があるため，その理論に徳倫理

学の要素がいくらか含まれることには驚きはない。ロスは人が何をすべきかを決める上で役に

立つ一連の自明の義務（忠義，修復，感謝，無危害，正義，善行，自己改善）を提示し，特定

の状況ではそのいずれかが優先されうるとの条件を添えた。放射線防護の原則に関して，「線

量制限」は義務論倫理学に直接結び付けることができる。これは特に，個人を公平なやり方で

保護する必要があり，それゆえ他者のためにひとりを犠牲にするのを避けるよう制限を設ける

べきとする考え方に適用される。その上，意思決定プロセスへの「ステークホルダーの参加」

は各個人の尊厳の尊重に基づいている。したがって，放射線防護の原則の由来を西洋の倫理学

の理論に求めると，徳倫理学と功利主義にもなお言及せざるを得ないとはいえ，今日の放射線

防護が義務論倫理学により重きを置くようになったという考え方は否定できない。実際には，

3つの理論すべての異なる視点を考慮しなければならない。
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付属書B.　生物医学の倫理原則

　（B1）　放射線防護の倫理に関する議論の多くは付属書 Aで触れた規範倫理学の 3つの理論

について言及されているが，応用倫理学に言及するものもいくつかある。応用倫理学において

最も広く議論される枠組みの 1つは，Beauchampと Childress（1979年）が生物医学の倫理に

ついて構築したものである。彼らの当初の目的は，功利主義者である Beauchampと義務論主

義者である Childressが，特定の倫理学のひとつの理論に言及することなく同意できる原則を

見出すことであった。その結果としてできたシステムは，単独の倫理的枠組みではなく，4つ

の原則に基づいている。

自律性の尊重（個人に自分で決定させるという規範）

無危害（害を引き起こすのを避けるという規範）

善行（便益を提供するための一連の規範）

正義（便益，リスク，費用を公平に配分するという一連の規範）

　（B2）　Beauchampと Childressは，功利主義者も義務論主義者もこれらの 4つの原則に全

面的に同意でき，理由は違っても，倫理的に，道徳的に妥当とみなすだろうと述べた。これら

の原則を秤にかける段になると，いくつか議論が生じるかもしれない。義務論主義者は「善行」

よりも「無危害」を優先させようとするのに対して，功利主義者はむしろ費用便益の評価を行

い，便益の最大化と害の最小化を図るだろう。米国生物医学および行動科学研究の対象者保護

のための国家委員会が発行したベルモント・レポート（DHEW, 1979）は同様の形式を採用し，

人間の被験者を含む研究について 3つの倫理原則を提案した。人格の尊重（自律性の代わりに），

善行（無危害はその構成要素として含まれる），そして正義である。Beauchampはベルモント・

レポートの主な貢献者のひとりであった。

　（B3）　これらの 3つまたは 4つの原則は，1960年代から 1970年代にかけて米国で台頭した

「生命倫理学」の原則として知られるようになった。これらの原則はまた，公衆衛生と環境保

健の倫理（Seedhouse, 1988），技術評価（Forsberg, 2004），消防倫理（Sandin, 2009）を含む

他の幅広い分野で，また放射線防護では，修復戦略の倫理的評価の基盤（Oughton, 2003）と

しても採用された。

　（B4）　この枠組みは，もともとは文化横断型の倫理学として構築されたわけではなかった。

Beauchampと Childressがこの用語を導入したとき，彼らは単に「道徳を重んじるすべての

人々」（Beauchamps and Childress, 1994），または後日の言い方では「道徳問題に取り組むす

べての人々」（Beauchamps and Childress, 2009）が彼らの 4つの原則に同意するだろうと主張
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しただけであった。時を経て，彼らは，これら諸原則は「文化や個人を超越しているため，文

化や個人とは無関係」の「共通の道徳」に根源を求めることができるとの考え（Beauchamps 

and Childress, 2009）を発展させた。世界中のさまざまな文化的，宗教的，哲学的文脈において，

また特に最も尊重される書物や口頭伝承が伝える伝統の中に，生命医学倫理の原則を実際に追

跡できることを示す試みがなされた（Zölzer, 2013）。

　（B5）　こうした状況の下では，もちろん，共通性を否定し，文化的多様性を肯定する意見

も示された。これらの原則が獲得した重要な地位を反映して，「ジョージタウン・マントラ」（こ

れら一連の原則がジョージタウン大学で生まれたため，そう呼ばれる）に対抗するために数多

くの批判が持ち出された。

　（B6）　1つ目のタイプの批判は，これら 3つまたは 4つの原則が，複雑な問題を分析する上

で，いささか気軽に，個人が遭遇しうる状況を深く検討せずに使われる傾向があるというもの

である。こうした見方をする批判者は，各事例を，原則に基づくアプローチではなく，状況に

基づくアプローチまたは物語的アプローチで検討することを好む。

　（B7）　もう 1つのタイプの批判は，これらの原則は西洋の理論にも西洋以外の理論にも含

まれているが，そこには違いがあるというものである。例えば，「自律性」とは，西洋人にと

っては個人が自ら決める権利を強調するものであるが，多くの西洋以外の人は家族や地域社会

を基盤とする意思決定（Akabayashi and Hayashi, 2014）のような関係性の中の自律（Kimura, 

2014）を好む。また，「正義」は西洋では広く公平さと理解されているが，一部の非西洋文化

においては，社会的階層に関する伝統のため平等な権利は広範には確立されていない。
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付属書C.　文化横断的な価値

C.1　グローバル倫理の隆盛

　（C1）　価値や規範の問題に対するグローバルなアプローチは困難に満ちているように見え

るかもしれないが，世界中の人々の距離が次第に狭まっているのは事実で，共通の視座を持つ

必要性は高まっている。この展開の中で，1948年に国連総会で世界人権宣言（United Nations, 

1948）が採択されたことは，確かに画期的な出来事であった。これは国際社会が第二次世界大

戦中に起きたような惨劇を二度と繰り返してはならないという祈りであった。というのも，人々

の間で共有される価値観や規範がなかったことが，この惨劇を引き起こす一因となったからで

ある。その結果，「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と「経済的，社会的及び文化的

権利に関する国際規約」（United Nations, 1966）という 2つの多国間条約が結ばれた。20世紀

の後半，特に 21世紀への過渡期において，表C.1に示すように，人権に関わる他の多くの国

際的な声明が相次いで出された。

　（C2）　世界の多くの国々がまだ上記の一連の人権宣言のすべてを批准していないことに留

意すべきである。批准はしても，実際には人権が十分に確立していない国々もある。これらの

宣言が具体的な状況で確実に守られるようにするには，今後も個々の対象領域について世界で

表C.1　世界的な価値と規範の進展におけるいくつかのマイルストーン

1948年　 世界人権宣言 
Universal Declaration of Human Rights 1959 

1959年　 子どもの権利宣言 
Declaration of the Rights of the Child

1966年　 市民的及び政治的権利に関する国際規約 
International Covenant on Civil and Political Rights

1966年　 経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約 
International Covenant on Economical, Social, and Cultural Rights 

1972年　 人間環境宣言 
Declaration on Human Environment

1992年　 環境と開発に関するリオ宣言（UNCED） 
Declaration on Environment and Development (UNCED)

1997年　 ヒトゲノムと人権に関する世界宣言 
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights

2005年　 生命倫理と人権に関する世界宣言 
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights
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受け入れられる価値や規範を探す必要がある。放射線防護はこうした領域の 1つに過ぎない。

　（C3）　ここ 20～ 30年におけるグローバル化の進展と共に，哲学者らは，さまざまな視座

からグローバル倫理のさまざまな必要性と可能性を取り上げてきた。ここでは二，三の例を挙

げれば十分であろう。Habermasは我々自身が置かれている「ポスト国民的集合」について論じ，

「世界市民権は……世界規模の政治的コミュニケーションの中ですでに形づくられつつある」

（Habermas, 1992, 1998）と主張している。人類の繁栄とそれが地球規模であることに注目する

Senは「正義という観念」について多岐にわたって執筆しており，この観念が古今東西を問わ

ずさまざまな文化において重要であることを指摘している（Sen, 2009）。彼の親しい仕事仲間

の 1人である Nussbaumは，あらゆる社会のあらゆる個人に当然与えられるべき，いくつか

の「中心となる能力」を明示し，これによって彼女の「グローバルな正義」の評価の基礎を築

いた（Nussbaum, 2004）。Appiahは世界市民主義の合理性について探求し，これを「普遍性に

違いを加えたもの」と定義している。「文化の多様性の尊重」を強調する一方，「普遍的真実も

存在する。ただ，誰もがそれをすでに手に入れたかどうかは確かではない」（Appiah, 2006）と

の見解を示している。最後に，Bokは「いくつかの基本的価値は集団が生き残るために必要で

あり」，それゆえに，「社会およびその他の境界を超えて識別されうる，こうした最低限の価値」

を構成すると提案している。これは通常，文化的固有性の強い「最大限」の価値の存在も，そ

れらが議論を「より豊かなものにする」可能性を排除することにはならず，「どの基本的価値

ならば文化的境界を超えて共有できるかについて調査を進める差し迫った必要性がある。」

（Bok, 1995）。

　（C4）　文化横断的に共有された倫理的原則，価値，規範が盛んに議論されている分野の 1

つが宗教間対話である。こうした活動の 1つの成果として，世界倫理宣言が 1993年にシカゴ

で開かれた世界宗教議会で 40を超える異なる宗教団体の代表者によって署名された。これは

「人間の行動についての指針はすでに古くから存在する。これらは世界の宗教の教えの中に見

出すことができ，持続的世界秩序の条件である」という前提から始まっている（Küng and 

Kuschel, 1993）。これに続いて，ビジネス倫理と環境倫理など特定のテーマについての宗教間

宣言が行われた（The Interfaith Declaration, 1996）。

C.2　さまざまな文化的文脈における中核的価値の概略

　（C5）　放射線防護体系の基盤をなすものとされた中核的価値は異文化間で共有されている

という仮定を裏付けるために，もちろん実証的研究を行うことも考えられるが，こうした方向

での調査は系統立って行われなかったため，結果は単に人々の現在の傾向を反映するものでし

かない。旧来，倫理学的問題に方向性を与えてきたのは，さまざまな文化の宗教的・哲学的伝

統であり，多くの社会で世俗化が進む傾向があるとはいえ，これらは依然として大きな影響力
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を持つ。このため，こうした起源をいくつか検討し，（限られた紙面の許す範囲で）放射性防

護体系にとって根本的とされる価値の普遍性を審査することは本刊行物の目的に適っている。

ここで留意すべきなのは，放射線防護体系の中核的価値とされる一連の価値を構築したからと

いって，それがあらゆる文化において生活のあらゆる側面に普遍的に適用されるわけではない

ということである。これらの価値はそれぞれ，多様な文化的文脈の中で見出しうるが，その比

重は恐らく文化によって異なり，同じ文化の中でもどの問題についての議論かによって異なる

かもしれない。

C.2.1　善行と無危害

　（C6）　「害を及ぼすのを避ける」というのは「ヒポクラテスの誓い」（Edelstein, 1943）の中

心的条項の 1つで，これはのちにユダヤ教，キリスト教，イスラム教の医者によって採用され

た（Pelligrino, 2008）。この原則は，間接的な表現とはいえ，古代中国の類似の書物にも記載

されている（Tsai, 1999）。もちろん，治療が時として痛みを伴うことは常に理解されてきたこ

とであり，無危害は善行と釣り合いがとれていなければならない。「患者の益となるように」

することも，ヒポクラテスの誓いの中にあるが，これは上記の中国の医学書の非常に重要な特

徴である。

　（C7）　より一般には（つまり，医学以外の分野では），善行と無危害はどちらもどの宗教の

倫理体系にも中心的原則として見られる。ヒンドゥー教と仏教のいずれにも中心的概念として，

あらゆる生きものに対するいたわりと非暴力を意味する「アヒムサ」（ahimsa）がある。ユダ

ヤ教律法書（Torah）もキリスト教福音書（Gospel）も，「あなたの隣人をあなた自身と同じ

ように愛しなさい」と説くなど，同じ考えを別の形で表しており，イスラム律法解釈には「多

大な便益とあまり実質的でない害が対立するならば，便益のためにこの害は許される」とする

指針がある。

　（C8）　最適化の原則により規定される「経済的・社会的要因を考慮する」について関係す

る重要な概念の 1つに，一般公衆の利益，つまり「公益」があり，これもやはり異文化を通じ

て共有されている。すべての宗教書はその読者に社会における弱者への連帯を呼び掛けており，

例えば旧約聖書詩篇では「持たざる者を思いやる者は祝福される」と表現されている。

　（C9）　より一般的には，伝統は我々が単なる個人の集まりではないことを想い起こさせる。

アフリカには「1本の木では森はできない」ということわざがあるが，これはアフリカの倫理

観が私的または個人主義的動機よりも公益と公衆への義務感を優先させることを浮き彫りにし

ている。Joe de Graaftは戯曲「Muntu」の中で，個人が必要とするもの，すなわち平和，自由，

尊厳，そして安全は，地域社会によってのみ守られ，保証されることを示している。John 

Mbitiは「我があるのは，我々があるからである。そして，我々があるからこそ我がある。」

と言い切る。
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C.2.2　慎　重　さ

　（C10）　ここ 20～ 30年は，特に環境問題の分野で，「予防原則」について多くの議論が交

わされてきた。もちろん，この原則を，その現代的な形そのままに，さまざまな文化の伝統を

伝える書物や口頭伝承に見出すことは期待できない。とはいえ，慎重さの勧めは至るところに

見られ，一般に，これら伝統に依拠して方向を決める人々は，それが予防的アプローチを示す

ものと解釈している。

　（C11）　ヒンドゥー教の教典は「恐れる原因が実際に現れる前に，恐れる者のように行動せ

よ」と提案し，一方，孔子は単に「慎重な者はめったに間違えない」と言っている。聖書の箴

言には以下の一節がある。「慎重な者は危険を見ると身を隠すが，無知な者は進み続け，影響

を被る。」オーストラリアのアボリジニとトレス海峡諸島住民の代表はこう言明した。「過去

60,000年にわたって，世界の原住民族である我々は，我々が文化的，身体的に必要とするもの

を自然環境が提供するよううまく管理してきた。我々は非原住民の予防原則とその他の概念を

学ぶ必要はない。我々にとって，それらはすでに伝統に組み込まれているからだ。」

C.2.3　正　　　義

　（C12）　正義と他人本位を掲げる第 1の原則である「黄金律」は，「人にしてもらいたいと

思うことを人にしてあげる」ことを求めているが，これは世界で最も広く共有される倫理的指

針の 1つである。どの伝統を選んで調べても見出せるばかりか，その言い回しも驚くほど似通

っている。少数の例を挙げるだけでも明らかである。「自分自身が傷つくようなやり方で他人

を傷つけるな」（仏教），「だから，何でもあなたが人々からしてもらいたいことは，人々にも

同じことをしてあげなさい。なぜなら，これが律法と預言者の真髄だからである」（キリスト教），

「汝の目を正義に向けるならば，汝自身のために選ぶものを汝の隣人のために選べ」（バハーイ

教）。

　（C13）　アフリカの倫理学では，この原則は存在論的，宗教的，地域社会的意味合いがある。

この原則の主な基盤は，感情移入（empathy）の概念である。自己移入は，行動や行動しない

ことの影響が他者にとって何を意味するか考える前に，自分の身を置いて想像する助けとなり，

それによって「協力，連帯，仲間意識」につながる。

　（C14）　正義は，それ自体，共通の道徳の要素であることが確認できる。ヒンドゥー教の聖

典バーガヴァド・ギータには「友，仲間，敵方の間で……聖人や罪人の間で平等な心を持つも

のこそ，卓越した者となる」という約束が含まれている。旧約聖書の詩篇は，「主は正しさと

正義を愛する。世界は主の慈愛で満たされている」としており，一方，マホメット（ムハンマ

ド）は信者に「たとえそれが自分自身または両親や親族に不利であっても……常に毅然として

公平さを保つ」よう勧めている。

　（C15）　正義は古代から何にも増して重要だったため，ここで世俗の哲学の例を見てみるこ
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とは有意義であろう。例えばアリストテレスは，さまざまな形の正義を区別し，その分析はそ

れ以降の思想に決定的な影響を与えた。彼の「配分的正義」の概念は，利益と負荷の配分に，

社会における権利と義務の配分に関係する。これについて，アリストテレスは，「唯一安定し

た国家は，法の前にすべての人が平等な国家である」と述べている。

C.2.4　尊　　　厳

　（C16）　この最後の中核的な価値は世界中でさまざまな形で表現されているが，尊厳をすべ

ての人間が平等に有しているという基本的考えは，事実上どこでもある。バーガヴァド・ギー

タの中には，「私はすべての生きものと同じである。……ブラフマーにも……そしてアウトカ

ーストにも，賢者は同じものを見出す」と書かれている。聖書の中で，預言者マラキは「我々

は一人の父から生まれたのではないか ? 我々を創造したのは一人の神ではないか ?」と問い

かけ，コーランには「我々はアダムの子孫に尊厳を与え……，我々の大半の創造物に対してよ

りもずっと多くの寵愛を施した」と表されている。

　（C17）　これらはさまざまな宗教の原典からのほんの短い抜粋に過ぎないが，すべての人間

が同じ尊厳を共有するという概念が広く認められていることは，1993年の世界宗教議会の世

界倫理宣言にも反映されている。同宣言は「一人ひとりの人間は，年齢，性別，人種，肌の色，

身体的または精神的能力，言語，宗教，政治的見解，あるいは出身の国や社会階層の区別なく，

不可分で不可侵の尊厳を持ち，したがって，誰もが，一個人にせよ国家にせよ，この尊厳を尊

重し守る義務がある」（Küng and Kuschel, 1993）としている。

　（C18）　さらに，人の尊厳については，世俗の哲学者も何世紀にもわたって取り上げてきた。

この系統の思想はストア派哲学に始まり，ルネッサンスを通じて続き，啓蒙主義へと引き継が

れた。現代においては，これは上記の宗教的伝統と並んで，本付属書の冒頭に述べたように，

1948年の世界人権宣言および 2005年の生命倫理と人権に関する世界宣言の草案作成に非常に

重要な役割を果たした。

C.3　儒教の理論とアジアの見方

　（C19）　さまざまな文化の倫理を 1つずつ検討し，内在する論理を理解し，これらを ICRP

の放射線防護体系に関係づけるのは確かに興味深いであろう。しかし，ここにはそれを行うた

めの紙数がなく，ここ 20～ 30年において，「アジアの見方」について，さらには「アジアの

価値」についての議論があり，これらは西洋が「世界に押しつけた」見方とは異なるものと考

えられているため，西洋とは違う倫理体系を 1つだけ，つまり儒教を取り上げて，より深く考

察することとする。

　（C20）　このように西洋と西洋とは違う道徳哲学の根本的な違いを主張する向きがあるとは
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いえ，日々の生活における儒教の考えは，西洋の思想とかなり通じ合う倫理的価値を強調して

いる。儒教の基本的な立場は，すべての人間が善に向かう素質を持っており，徳の高い模範に

自然に従う傾向があるというものである。儒教の根底にある 5つの道徳的価値（または徳）は，

仁（情け），義（正義），禮（礼儀），智（智慧），信（信頼）である。

　（C21）　「仁」は，他の 4つすべてを包括する最上位の価値で，他者に対する利他主義と人

道主義の義務である。「義」は，仁を実践するための手段で，正義を維持し，益になることを

行う道徳的性向をいう。「禮」は，伝統・慣習の規範で，日々の生活において，特に他者との

関係の中で人がいかに正しく振るまうべきかを決める。「智」は，物事の原則を迅速に正しく

理解し，正しく公正な決定を下すための精神的能力である。「信」は人々の中に構築されるべ

き信頼である。

　（C22）　図C.1は，5つの儒教の倫理的価値の関係を，西洋の，または世界的に受け入れら

れている ICRPの放射線防護体系の根底にある倫理的価値および原則と結びつけて示してい

る。

　（C23）　「仁」（情け）が善行とほとんど同じ概念であることは明白であるが，「仁」が性向

を表わしているのに対し，善行は行動の仕方を表わしている。どちらも，西洋だけでなく，ア

ジア文化においても広く受け入れられている。儒教の理論では，しばしば「仁」は他の価値よ

りも強いとされ，これが価値体系の父子主義的理解につながりうる。一方，すでに述べたとお

り（付属書 Bを参照），善行，無危害，正義，自律性（あるいは人の尊厳）の間で固定した階

図C.1　放射線防護システムの価値体系に関連する古典的儒教の主な価値体系 (Kurihara et al. 2016)
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層を設けないという国際的なコンセンサスがある。

　（C24）　「義」（正義）は西洋における正義と大体同じである。しかし，儒教の理論では，こ

れには「忠義」という意味もあり，個人の平等な権利というよりも社会の階層の尊重を意味する。

　（C25）　「禮」（礼儀）は人の尊厳を尊重することを意味する。しかし，これは普通，自ら決

定する権利や平等の権利という基本的人権に直接結びつくものとは理解されていない。これは

個人の自由よりも，むしろ年長者や階層が高い人物への敬意や，伝統的習慣や規制の尊重を意

味する。

　（C26）　「智」（智慧）は「慎重さ」に関係するが，より広い意味を持つ。これはさまざまな

対立する価値をまとめることも含む。

　（C27）　「信」（信頼）は，正直さ，誠実さ，誠意を通して達成されるため，説明責任，透明性，

ステークホルダーの参加といった現代の概念と密接に関係する。

　（C28）　ここに説明したように，「情け／善行」と「智慧／慎重さ」の役割は西洋と儒教の思

想においてほとんど同じであるが，基本的人権や平等の基礎としての「尊厳」と「正義」は西

洋世界で発達したもので，これら 2つの概念の基本的特徴の一部は普遍的であるとはいえ，西

洋で得られたコンセンサスは，儒教文化の背景を持つ人々の間では必ずしも共有されていない。
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